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第２次那珂市総合計画前期基本計画 2年目 

R2（R元振返）

施策評価シート



那珂市施策体系（第２次那珂市総合計画 前期基本計画 H30～R4）

政策(6) 施策(31) 基本事業(92) 主管課 考えられる関係課の例

自治活動への参加意識の形成

自治活動への支援と連携

移住・定住の促進

シティプロモーションの展開

ICTの活用による地域の活性化

市民との協働体制の推進

市民活動への支援と連携

情報の発信と共有

広聴機能の充実

人権尊重の推進

男女共同参画の推進

平和希求

防災・減災対策の強化

災害時対応の体制の確立

消防体制の強化

救急体制の強化

防犯対策の推進

防犯意識の啓発

交通安全意識の啓発

交通安全環境の整備

公害の防止

不法投棄の防止

自然と生活環境の保全

廃棄物の抑制とリサイクルの推進

地球温暖化対策と低炭素社会づくり

国・県道の幹線道路の整備

生活道路の整備

道路の適正な維持管理

公共交通の維持・確保

適正な土地利用の推進

快適な市街地の整備

公園の適正な維持管理

2-8 安定的に水道水を供給する 水道水の安定供給 水道課 （なし）

生活排水処理施設の整備

生活排水処理施設の維持管理

排水浄化意識の普及啓発

妊産婦支援の充実

子育てと就労の両立支援

子育て支援体制の充実

子育ての経済的負担の軽減

地域包括ケアシステムの充実

介護保険制度の円滑な運営

認知症対策の充実

生きがいづくりの支援

権利擁護の推進

地域生活における支援の充実

権利擁護の推進

社会参加への支援の充実

地域で支えあう環境の充実

生活援護の充実

地域医療と救急医療体制の充実

健康保険制度の安定運営

各種健康診査と予防事業の推進

健康づくりの推進

心の健康の啓発

市民協働課 （なし）

政策企画課
秘書広聴課、市民協働課、
建築課

市民協働課 秘書広聴課、議会事務局

防災課

防災課

防災課 土木課、学校教育課

環境課

環境課 （なし）

防災課、農政課、
商工観光課、土木課

土木課、建築課、
消防本部

土木課 政策企画課、都市計画課

都市計画課

下水道課 （なし）

こども課

政策企画課、農政課、
商工観光課、
土木課、建築課、
農業委員会事務局

介護長寿課

社会福祉課

社会福祉課

保険課

健康推進課

地域コミュニティの充実を図る

誰もが住み続けたいと思えるまちづくり
を推進する

市民との協働によるまちづくりを推進す
る

互いに尊重し合う社会の形成を図る

災害に強いまちをつくる

犯罪を防ぐまちをつくる

交通安全を推進する

健康で快適に過ごせる生活環境の保全を
図る

地球にやさしい持続可能な社会への転換
を図る

利便性の高い交通基盤を整える

自然環境と調和した魅力的な都市づくり
を推進する

効率的に生活排水を処理する

安心して子どもを産み育てられる環境を
整える

高齢者がいきいきと暮らせる環境を整え
る

障がい者が地域社会で安心して暮らせる
環境を整える

家庭や地域で支え合う福祉環境を整える

適切な医療が受けられる環境の充実を図
る

健康で生きがいをもって暮らせる保健体
制の充実を図る

1-1

1-2

1-3

1-4

2-1

2-2

2-3

2-4

2-5

2-6

2-7

2-9

3-1

3-2

3-3

3-4

3-5

3-6

第１章
みんなで進める住みよ
いまちづくり

第２章
安全で快適に暮らせる
まちづくり

第３章
やさしさにあふれ生き
がいの持てるまちづく
り

市民協働課 秘書広聴課

政策企画課、健康推進課、
学校教育課

環境課、学校教育課

社会福祉課、生涯学習課

こども課、保険課、
健康推進課、学校教育課

市民協働課、介護長寿課、
建築課、学校教育課

介護長寿課、保険課、
生涯学習課

収納課、健康推進課



那珂市施策体系（第２次那珂市総合計画 前期基本計画 H30～R4）

政策(6) 施策(31) 基本事業(92) 主管課 考えられる関係課の例

学習指導体制の充実

心を育む教育の充実

相談支援体制の充実

教育環境の整備と運営体制の充実

地域で育てる体制の充実

健全育成の推進

地域や家庭の教育力の向上

生涯学習環境の充実

生涯学習活動の支援

芸術文化の振興

スポーツ環境の充実

生涯スポーツ活動の支援

歴史資産の保護・保存と活用

伝統文化の継承と活用

国際交流の推進

友好都市交流の推進

農業経営の発展

安全な食料の安定供給

農地の有効活用

担い手による農業の展開

生産基盤の整備と保全

商業の振興

工業の振興

雇用対策の促進

観光イベントによる地域活性化

観光資源の発掘と活用

観光情報の発信

行財政改革・行政評価の推進

地方分権化への対応

広域行政の推進

計画行政の推進

効果的な行政運営

財源の確保

健全な財政運営の確立

公有財産の適正管理と有効活用

窓口サービスの充実

より便利な行政サービスの構築

学校教育課

商工観光課

政策企画課

財政課

生涯学習課

市民協働課

生涯学習課

総務課

政策企画課、総務課、
税務課、収納課、
会計課、監査委員事務局

秘書広聴課、
税務課、収納課、
瓜連支所、市民課

秘書広聴課、総務課、
財政課、議会事務局

農業委員会事務局

豊かな心を育む学校教育の充実を図る

未来を担う青少年の健全育成を図る

生涯にわたり学ぶことができる環境を整
える

スポーツを身近に感じ親しめる環境を整
える

歴史資産と伝統文化を保存・継承し活用
を図る

多様な文化と交流する機会の充実を図る

活力ある農業の振興を図る

地域に活力をもたらす商工業の振興を図
る

地域資源を活かした観光の振興を図る

効果的・効率的な行政運営を推進する

健全な財政運営を図る

多様な行政サービスを提供する

4-3

4-5

4-6

5-1

5-2

5-3

4-1

4-2

6-1

6-2

6-3

第４章
未来を担う人と文化を
育むまちづくり

第５章
活力あふれる交流と賑
わいのまちづくり

第６章
行財政改革の推進によ
る自立したまちづくり

4-4

政策企画課

生涯学習課

農政課

商工観光課

生涯学習課

秘書広聴課、商工観光課

（なし）

秘書広聴課

社会福祉課、こども課、
生涯学習課

学校教育課

（なし）

（なし）



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか

第２次総合計画 前期基本計画期間

単位

指標名

対象
指標

施策主管課

施策主管
課長名

関係課名関連個別計画

総合
計画
体系

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）

施策名

単位

施策No.

実績値

目標値

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

見込み値

実績値

実績値

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

第１次総合計画 後期基本計画期間

実績値

F

B

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

見込み値

実績値

名　　　称 名　　　称

C

D

A

実績値

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

3年度
（目標）

A

名　　　称 単位

B

C

B

F

名　　　称

E

D

実績値

目標値

目標値

見込み値

実績値

27年度
（実績）

2年度
（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

4年度
（目標）

28年度 29年度 30年度 元年度

政策の名称 

施策の名称を記入しています。 

施策に関係する部署名 

施策を主として担当する部署名 

主管課の課長名 

施策を推進する個別計画の名称と計画期間を記入しています 

その施策が対象としているもの
（人や物）を記入しています。 

対象を把握するために指標を設定し

記入しています。 

市が施策を実行することによって、
対象にどのような変化を意図して
いるか記入しています。 

対象の変化の具合、成果が分かるよ
うな指標を設定し記入しています。 

設定した指標について、なぜそ
の指標を使うことにしたのか、
理由を記入しています。 

成果指標を測定するための、具

体的な方法を記入しています。 
 

施策の対象となるものの指標の推移を把握し、将来の数値につ
いて見込み値を記入しています。 

設定した成果指標について、過去の数値の推移を把握します。

また未来については、施策を実施した場合の目標の数値である

「目標値」を設定し記入しています。 
 

 ※「目標値」： 施策を実施した場合に目標とする数値 
 ※「実績値」： 過去の成果指標の数値 

施策を実行するに当たって、役割分担をどのように想定しているか記入して

います。 

施策の役割分担として行政が行うべきことを記入しています。 

施策に対する対象者や関係者などの意見や要望を記入しています。 

第２次那珂市総合計画前期基本計画（計画期間：H30～R4）の施策体系に基づき評価を行っています 



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業 主な事務事業基本計画期間における取り組み方針

5年間に渡る施策の成果について、
現在の水準と時系列比較し評価して
います。 

評価年度（困難な場合は出来る限り最
新のもの）における近隣市等の成果水
準と比較し評価しています。 

上記の欄の評価をする背景として考えられる要因や

理由について記入しています。 

指標の推移を踏まえて、施策の現状について把握します。総合計画の目標にどれくら
い迫っているのか、施策の目標に対する進捗状況を記入し、また、要因として考えら
れる事を分析・記入しています。 

施策について、どのような課題を解決していかなければならないか記入しています。 

目標として設定した成果指標の選定理由及び水準の根拠や前提条件、並びに
方針を記入しています。 
 
 ※総合計画基本計画で設定された成果指標 ：計画期間中は変更なし 
 ※それ以外に設定した成果指標      ：必要に応じて適宜変更あり 

施策の目標を達成するための基本事業とその取組み方針、具体の主な事務事業を記入しています。 



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか
・自治会に加入しない人や退会する人が増え、加入率が低下しているという意見がある。
・会の役員の成り手を見つけることが難しくなってきているという意見がある。
・自治会活動に関する勉強会などを実施してほしいという意見がある。

1

1

・自らがまちづくりの主体であることを認識し、地域活動等に進んで参加・参画するよう努める。
・市民は、市民自治組織に積極的に加入し、地域の一員としてその活動に参加・参画するよう努める。
・市民は、市民活動に関する理解を深め、その活動に参加・参画し、又は協力するよう努める。
・市民自治組織は、地域住民の参加・参画により、地域内の情報を収集・発信し、相互扶助の精神により地域の発展と課題解決に努める。
・市民活動団体は、適正な団体運営を行うとともに、自らの責任のもと、市民活動を推進し、その活動を広く市民に理解されるよう努める。

・協働のまちづくり指針にのっとり、総合的かつ計画的な市政運営に努める。
・政策を形成するにあたり、市民の意見を広く反映させるため、市民参画の機会の確保に努める。
・公平かつ効率的に職務を遂行するとともに、市民、市民自治組織、市民活動団体及び事業者と連携を強化し、協働のまちづくりを推進
する。

単位

指標名

対象
指標

施策主管課みんなで進める住みよいまちづくり

施策主管
課長名

玉川　一雄

市民協働課

地域コミュニティの充実を図る

関係課名関連個別計画 市協働のまちづくり指針（H21策定）

総合
計画
体系

％

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）

243
227

7

人

施策名

単位

15
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

団体

人

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

人口（常住人口）

市民自治組織数

見込み値

実績値

市民（市民、市民自治組織）

市民活動団体数 団体
実績値

人

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

77

実績値

F

B

自治会加入率*

協まち・カフェ来場者数

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

見込み値

人

実績値

名　　　称 名　　　称

C

D

市民活動団体数人口（常住人口）

市民自治組織数

A

実績値

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

A:市民自らが地域の課題解決に取り組んでいる状
況の指標として、「自治会加入率」を設定した。
B：市民に自治会や地区まちづくり委員会の日頃の
活動を紹介し、地域活動に参加するきっかけを提供
する「協まち・カフェ来場者数」を指標として設定し
た。

A:自治会加入率については、毎年２月１日現在の加
入世帯数を住民基本台帳に登録されている全世帯
数で除した数値とする。
B：協まち・カフェ来場者数は、事業開催時のアン
ケートの回答数や地区まちづくり委員会からの報告
により把握する。

地域の課題解決に取り組む

3年度
（目標）

77

54,276

団体

A ％

名　　　称 単位

B 団体

C

自治会加入率*

協まち・カフェ来場者数B

F

名　　　称

E

D

実績値

目標値

目標値

見込み値

実績値

72.70

260230 230 240 245 250
238 234 231 226

52,800

255

27年度
（実績）

3,374

2年度

53,500

74.6

76

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

75.2

3,464

4年度
（目標）
52,500

76

53,300 53,000

28年度 29年度 30年度 元年度

54,240 53,976 53,795 53,436
77 77 76 76

77 77 77 76
77

73.0 73.5 74.0
72.10 71.00 70.21 69.54

3,100 3,200 3,284
3,014 3,150 3,194

第１次総合計画 後期基本計画期間 第２次総合計画 前期基本計画期間



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

A:自治会加入率
【算出方法】班加入世帯数／住基世帯数×100　【実績】H24：75.2％　H25:74.3％　H26:73.7％　H27:72.7％　H28:72.1％
【設定根拠】平成23年3月の東日本大震災後の平成24年度には、災害時を含めた地域コミュニティの重要性が認識され、加入率が75.2％ま
で上昇したが、徐々に当時の意識が薄れていき、加入率が下降傾向にある。過去最大であった平成24年度と同程度を目指すものとして、
第2次那珂市総合計画前期実施計画（H30～R4)の成果指標において、目標値（R4）を75.2％に設定した。中間目標値（R2）は、（75.2－
72.1）／6＝0.51≒0.5％／年の増を見込み、74.0％に設定した。
B:協まち・カフェ来場者数
市民が地域活動に参加するきっかけ作りとして今後も地区まちづくり委員会との協働により実施していくことにより、R元年度の来場者数
3,194人から90人／年　程度の増を目指すこととした。

・水戸市及びひたちなか市は自治会制度の歴史が長く、東海村は平
成18年度より自治会制度に移行している。那珂市は平成23年度に移
行した。
・自治会の加入率を水戸市と比較すると、平成27年度水戸市61.8％、
那珂市が72.7％、平成28年度水戸市60.4％、那珂市72.0％、平成29
年度水戸市59.4％、那珂市70.9％、平成30年度水戸市58.1％、那珂
市70.2％、令和元年度水戸市56.7％、那珂市69.5％と、いずれも那珂
市が上回っている。

主な事務事業基本計画期間における取り組み方針

自治活動への参加意識
の形成

・市内には、68の自治会と8つの地区まちづくり委員会があり、それぞれの地域において環境美化活動や防犯・防災活動、親睦交流活動等
が行われている。
・市内8地区は、それぞれ環境や居住人口が異なっているため、各地区の自治会加入率には差異がある（市街化地域ほど低く、市街化調
整区域は比較的高い）が、全体的な傾向としては年々減少傾向となっており、令和元年度の加入率は69.5％となった。
・自治会加入率が減少している要因としては、若者や単身者等の未加入者の増加、会費や役が負担という理由から退会する高齢者の増
加、勧誘が難しいマンションやアパート等の集合住宅の増加等が挙げられる。
・定年退職年齢の引き上げ等の社会情勢の変化により、自治会役員の担い手となる人材が不足し、自治会運営上の課題となっている。

・自治活動の必要性を市民に理解してもらうため、市民自治組織に関する情報を広く市民に発信する必要がある。
・市民自治組織と連携・協力しながら、転入者等に対し自治会への加入促進と、既存会員の退会抑制、さらには自治会役員の担い手の育
成を支援する必要がある。

・平成27年度の自治会加入率は72.7％だった。自治会・地区まち
づくり委員会によるまちづくりがスタートして9年が経過し、それぞれ
の組織による活動は定着してきたが、ライフスタイルの変化により新
たに自治会に加入する人の減少や、高齢により退会する人が増加
傾向にあり、令和元年度の加入率は69.5％である。
・平成29年度から市の事業として開始した、地区まちづくり委員会と
共催で開催している協まち・カフェの参加者は、29年度が3,014人、
30年度が3,150人、令和元年度が3,194人と年々増加し、定着しつ
つある。

自治活動への支援と連携

まちづくり活動参加促進事業

市民自治組織支援事業

自治活動施設建設費等補助事
業

・市民自治組織と連携・協力して、市民一人ひとりが地域に関心を持ち、人と人とのつながり
を深めあいながら、地域に貢献する意識が育つよう啓発を行う。
・転入者などに対する自治会への加入促進策を、市民自治組織とともに検討する。

・地域コミュニティの充実を図るため、市民自治組織の活動を支援する。
・地区まちづくり委員会との協働により、地区交流センターの管理運営を適切に進める。



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか

第２次総合計画 前期基本計画期間

300 300 300
346 356 234

10 20 30
0 0

105 111 117
93.8 64.2 48.4 55.6

85.0 85.0 85.0
81.4 83.6 88.8 86.7

1,750 1,750 1,750
1,743 1,715 1,624 1,727

53,300 53,000

28年度 29年度 30年度 元年度

54,240 53,976 53,795 53,436 53,187

87.0

129

4年度
（目標）
52,500

1,750

52,800

500

27年度
（実績）

123

300

40

2年度

53,500

86.0

1,750

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

60.8

84.1

50

500500 500 500
470 495 514

E

D いぃ那珂暮らし応援団による情報発信数

実績値

目標値

目標値

300

空き家に入居した件数（累計）*空き家バンク

件

見込み値

実績値

人

A ％

名　　　称 単位

B 人

C

住みやすいと思うと答えた市民の割合*

社会動態数（各年1月から12月までの人数
で、当該年以前5か年の平均）*

件

B

F

名　　　称

名　　　称 名　　　称

C

D

いぃ那珂暮らし応援団員数常住人口

転入者数（県常住人口調査）

A

実績値

件

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

Ａ：誰もが住み続けたいと思えるためには、住みやすいまちでなけれ
ばならないため、「住みやすいと思うと答えた市民の割合」を設定し
た。
Ｂ：人口減少社会にある中、那珂市の住みよさを評価して転入され
た方（社会増）を維持できるかを測るため、「社会動態数」を設定し
た。
Ｃ：既存空き家の有効活用を図り、移住・定住を促進させるため、「空
き家に入居した件数」を設定した。
Ｄ：官民協働によるシティプロモーションに係る情報発信件数を測る
ため、「いぃ那珂暮らし応援団による情報発信件数」を設定した。

Ａ：毎年実施する市民アンケートにより把握する。
Ｂ：住民基本台帳の移動による転入者－転出者を把
握する。
Ｃ：移住制度を活用された実績数を把握する。
Ｄ：いぃ那珂暮らし応援団から発信した情報の実績
数を把握する。

住みよさを実感し、移住・定住が進
む

3年度
（目標）

1,764

53,574

第１次総合計画 後期基本計画期間

実績値

F

B

住みやすいと思うと答えた市民の割合
*

社会動態数（各年1月から12月までの
人数で、当該年以前5か年の平均）*

いぃ那珂暮らし応援団による情報発信
数

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

件

見込み値

人

実績値

常住人口

転入者数（県常住人口調査）

見込み値

実績値

市民、移住希望者

いぃ那珂暮らし応援団員数 人
実績値

人

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

7

人

施策名

単位

14
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

人

人

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

空き家に入居した件数（累計）*空き家
バンク

・人口減少を抑制し、持続可能な市政運営を実現するためには、市民の幸福度向上や誰もが住み続けたいと思えるまちづくりを推進す
ることが重要であり、移住定住をはじめとする各種施策の展開としては、行政が主体となり、市民や団体、民間事業者などとの協働・連携
が欠かせない取組みである。
・市は、住宅取得助成や結婚新生活支援、婚活パーティ、空き家の紹介、お試し居住、体験ツアーの実施など具体的に移住・定住につ
ながる施策を展開して社会動態の増を図るとともに、ＳＮＳをはじめとする各種媒体を活用したシティプロモーション活動による情報発信
を市内外に向けて行い、認知度の向上とシビックプライドの醸成を図る。これらの施策の充実を図ることにより、誰もが住み続けたいと思う
まちづくりを推進していく。

・移住定住促進は時間がかかる取組みなので継続することが大切である。那珂市の住みよさを市民と共感すること、那珂市の交流市民
に対する情報提供、那珂市を知らない人に対するシティプロモーションをとおした働きかけが重要（市まち・ひと・しごと創生本部有識者
会議）
・市街化調整区域の集落では人口減少傾向にあり、官民共同で取組むべきである（市議会）

1

2

・市は、「いぃ那珂暮らし」をキャッチコピーとして情報発信を図ることとしているが、市民や団体等と協働・連携して推進していくことを明確
にするため、「いぃ那珂暮らし応援団」を設立し、市民自らがプロモーション活動に参加できる基盤を整備した。
・市民等（現在の運用では一部に限定）は、気軽に参加できる形の公的なプラットフォームを利活用することによって、自らの意思をもっ
て簡易で直接的により積極的な情報発信を図ることが可能となり、市の認知度向上や実生活・実体験に基づく「いぃ那珂暮らし」の具体
的なＰＲ、プロモーションに寄与する。

単位

指標名

対象
指標

施策主管課みんなで進める住みよいまちづくり

施策主管
課長名

益子　学

政策企画課

誰もが住み続けたいと思えるまちづくりを推進する

関係課名 秘書広聴課、市民協働課、建築課関連個別計画
市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H27～R1）、市シティプロモーション指針及
び行動計画（H29～R1）

総合
計画
体系

％

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

・移住相談窓口の充実を図るとともに、移住セミナーに積極的に参加し、まずは市の認知度向上を図り、必要な情報の提供
を行う。
・空き店舗を活用したサテライトオフィスを導入するなど、県や民間事業者と連携・協力しながら、首都圏からの移住希望者な
どに対する支援を推進する。

那珂ふるさと大使設置事業

まち・ひと・しごと情報発信事業

・交流人口を拡大し、将来の移住・定住へとつなげていくため、シティプロモーションを積極
的に展開する。
・いぃ那珂暮らし応援団を活用した双方向の情報発信を充実させる。
・市の魅力を広めるふるさと大使の活動を充実させる。

シティプロモーションの展
開

・買物支援や子育て支援、教育の充実などにＩＣＴを活用し、住みよさの向上と地域の活性化
を図る。

ICTの活用による地域の
活性化

移住・定住の促進 子育て世帯住宅取得助成事業

空き家バンク運営事業

まち・ひと・しごと情報発信事業

情報発信力強化事業

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

・平成26年度は、市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定前であり、
移住・定住施策はほとんど実施していなかった。（H27策定）
・戦略で示した具体的取組みや施策の実施により、総合戦略で示し
た人口推計より若干ではあるが減少に歯止めがかかり、一定の効果
があったと評価できる。
・「住みやすいと思うと回答した住民の割合」がH29：84.1％、H30：
88.8％R1:86.7％と一定の高水準を保っている。

・人口減少が社会的に深刻化するなか、当市においては、自然動態は減少の一途をたどっているものの、社会動態はどうにか横ばいから
微増傾向にある。水戸市やひたちなか市、日立市など近隣市町村のベッドタウンとしての位置づけにより発展してきた経緯や、平坦な土地
柄で災害が少なく、常磐自動車道を代表とする自動車交通網が発達しているなどの地理的優位性によりさらにそれが確立、認知されてきた
ことにより、社会動態の微増傾向につながっていると思われる。
・県北地区に隣接する当市においても継続して人口減少を抑制する施策の実施は必須と考えられ、社会動態が継続して増加傾向になるよ
う、様々な具体的移住・定住推進施策の実施に加え、シティプロモーション活動や事業に取り組んできた。（住宅取得助成制度、結婚新生
活支援事業、空き家バンク制度、空き家バンクリフォーム助成、婚活パーティの実施、移住体験ツアー、住まいづくりセミナー、シティプロ
モーション推進室の設置、いぃ那珂暮らし応援団の設置、市民協働ポータルの開設など）

・令和4年度までの前期基本計画期間中においては、現在実施している事業を着実に推進していくとともに、これまで行ってきた移住・定住
関連事務事業の効果検証を適切に行うことが重要と考える。
・その効果検証から見える課題に対してどのような施策の展開が必要か再検討を行い、第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略の見直しや総
合計画後期基本計画に反映させていかなければならない。
・これまで実施してきた事業による成果も徐々に発現しつつあるため、継続して事業を推進していくとともに、シティプロモーション活動がより
効果的になるような工夫を加え認知度向上にむけた情報発信や体験型ツアーの造成、地域おこし協力隊の導入などを実施することにより、
移住・定住者の増加を図りたい。
・さらに、いぃ那珂暮らし応援団活動を継続して実施し、地域における活性化や盛り上がりが目に見えるような成果を導き出していきたい。

主な事務事業

Ａ住みやすいと思うと答えた市民の割合
　【算出方法】市民アンケート　【実績】H18：83.2％、H23：81.7％、H27：84.1％、H28：81.4％
　【設定根拠】第2次那珂市総合計画前期基本計画（H30～R4）における中間目標値（R2）は、総合戦略の目標値（H31）と同じ85.0％に設定。目標値（R4）
は、総合戦略の伸び率でいくと1ポイント増の86％であるが、様々な施策を展開する中での目標値であるため2ポイント増の87％とした。
Ｂ社会動態による人口増加数（当該５か年の平均）
　【算出方法】転入者数－転出者数　【実績】H24：2人、H25：43人、H26：50人、H27：60人、H28：93人
　【設定根拠】　平成18年の実績（H14-H18の平均）は63人で、平成28年の実績（H24-H28の平均）は93人。10年で30人の増であるが、施策の推進により5
年で30人（6人/年）の増を目指す。よって中間目標値（R2）は、93+6×4年＝117人。目標値（R4）は、93+6×6年＝129人とする。
Ｃ空き家に入居した件数（累計）
　【実績】※平成29年度に空き家バンクを設置予定だったため、目標設定の時点（総合計画策定）では実績なし
　【設定根拠】　平成30年度から年間10件程度の入居を想定し、中間目標値（R2）は、10×3年＝30件に設定。目標値（R4）は、10×5年＝50件に設定した。
Ｄいぃ那珂暮らし応援団による情報発信数　【実績H29：346件、H30：356件】
　【設定根拠】　これまで事務局からの発信がメインだったが、応援団員自身からの投稿に課題が生じ、情報発信媒体の再検討を含め年間300件に設定し
た。

・令和元年茨城県常住人口調査によると、那珂市の社会増減数では
22人の増加となっており、水戸市（145）やひたちなか市（△178人）、東
海村（16人）の人口は、微増から緩やかな減少にとどまっているもの
の、県北地区の常陸太田市（△294人）や常陸大宮市（△272人）は人
口減少に歯止めがかからない状況にある。
・当市がもつ地理的な住みよさと利便性は優位性があると評価でき、加
えて「いぃ那珂暮らし」のキャッチコピーによるシティプロモーション・情
報発信活動により、社会動態の増加につながっていると評価できる。

基本計画期間における取り組み方針



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか
・菅谷地区コミュニティセンターの新設が求められている。
・自治会からは、役員等の成り手がいないとの意見が増えてきている。

1

3

・まちづくり活動への積極的な参加
・地域活動への積極的な参加（地域清掃活動、防犯活動、除草作業、不法投棄防止、一斉清掃等）
・市政に関心を持ち、行政の情報を積極的に収集する。
・市政に対して建設的な意見や要望、提言を発信するほか、審議会等への委員の公募に応じるなど、市政に対して意見を表明する機会を自ら獲得す
る。

・協働のまちづくりについて市民に広く理解を図る。
・市民がまちづくり活動に参加しやすい環境の充実を図る。
・市民活動団体が行う自主的・自発的な活動への支援
・まちづくりを担う人材の育成
・広報紙のほかホームページやＳＮＳ等を活用して、行政情報を広く提供するとともに、市の魅力を発信し市民の関心を喚起する。
・ふれあい座談会（R1からは“輪い・和い座談会”へ名称変更）の開催を働きかけて、市民が意見・要望等をできる機会を設けるほか、パブリックコメントやホームページ、市長へ
の手紙、市民ボックスなど気軽に意見・提案できる場を充実させる。

単位

指標名

対象
指標

施策主管課みんなで進める住みよいまちづくり

施策主管
課長名

玉川　一雄

市民協働課

市民との協働によるまちづくりを推進する

関係課名 秘書広聴課、議会事務局関連個別計画 市協働のまちづくり指針（H21策定）

総合
計画
体系

％

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）

243
227

7

人

施策名

単位

15
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

団体

団体

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

市の行政情報を把握していると答えた
人の割合

人口（常住人口）

市民自治組織数

見込み値

実績値

市民（市民、市民自治組織、市民
活動団体、事業所）、行政

市民活動団体数 団体
実績値

人

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

77

第１次総合計画 後期基本計画期間

実績値

F

B

まちづくり活動に参加している市民の
割合 *

市民活動団体数*

市民からの意見、提案等件数

市長と話そうふれあい（輪い・和い）座
談会の開催件数

商工会登録事業所数D

実績値
E

A

目標値

C

D

事業所

実績値

目標値

％

見込み値

団体

実績値

名　　　称 名　　　称

C

D

市民活動団体数人口（常住人口）

市民自治組織数

A

実績値

％

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

市民自らがまちづくりに取り組んでいる状況の指標として「まちづくり
活動に参加している市民の割合」及び「市民活動団体数」を設定し
た。　市民との協働のための基盤となる市からの情報提供状況の成
果指標として、「市の行政情報を把握していると答えた人の割合」を
設定した。また、市民からどれだけ意見等が出されているかの指標と
して「市民からの意見、提案件数」及び「市長と話そうふれあい座談
会（R1からは”市長と話そう輪い・和い座談会”へ名称変更）の開催
件数」を設定した。

Ａ：「まちづくり活動に参加している市民の割合」は市民ア
ンケートの結果で把握する。Ｂ：市民活動団体数は、登録
数により把握する。Ｃ：市の行政情報を把握している割合
は、市民アンケート結果で把握する。Ｄ：「市民からの意見
提案等件数」は市民ボックス、陳情・要望、窓口相談件数
の合計とする。Ｅ：市長と話そうふれあい座談会（R1からは”
市長と話そう輪い・和い座談会”へ名称変更）の開催件数
は実績値とする。

協働してまちづくりに取り組む

1,067

3年度
（目標）

1,930

77

54,276

団体

事業所

件

A ％

名　　　称 単位

B 団体 商工会登録事業所数

C

まちづくり活動に参加している市民の割合 *

市長と話そうふれあい（輪い・和い）座談会の
開催件数

市民活動団体数*

件

B

F

名　　　称

110

8

94

E

D 市民からの意見、提案等件数

5

実績値

目標値

目標値

130

件

154

91

市の行政情報を把握していると答えた人の割
合

件

見込み値

実績値

243
227

1,103
65
44

96

260

6 6

230 230 240 245 250
238 234 231 226

52,800

255

27年度
（実績）

255

130

96

2年度

53,500

51.0

76

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

52.0

260

4年度
（目標）
52,500

76

1,067

53,300 53,000

28年度 29年度 30年度 元年度

54,240 53,976 53,795 53,436
77 77 76 76

77 77 77 76
77

1,920 1,100 1,110 1,087 1,067
1,092 1,098 1,087 1,067
68 70 47 49.0 50.0
44.3 45.0 38.5 38.4
230 230 240 245 250
238 234 231 226

120 130
122 108 129 131

95 96 96 96 96
87 91 92 88

第２次総合計画 前期基本計画期間

9 10 6 6 6
5 4 3 5

110 120 120



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

・「まちづくり活動に参加している市民の割合」は、実績値が下落傾向にあるが（H24：52.1％、H25：41.9％、Ｈ26：46.6％、Ｈ27：44.4％、Ｈ
28：44.3％）、過去５年間（H24～28）で最大であった平成24年度（52.1％）と同程度を目指すものとし、第2次那珂市総合計画前期基本計画
（H30～R4）の成果指標として、1.28％/年の増を見込み、中間目標値（R2）は50.0％、目標値（R4）は52.0％に設定した。
・「市民活動団体数」は、実績値が横ばい傾向であるが（Ｈ24：240団体、Ｈ25：234団体、Ｈ26：229団体、Ｈ27：227団体、H28：238団体）、支
援メニューの啓発などにより4団体/年の増を見込み、第2次那珂市総合計画前期基本計画（H30～R4）の成果指標として、中間目標値(R2)
は250団体、目標値（R4）は260団体に設定した。
・「市の行政情報を把握していると答えた人の割合」は、平成23年度90.6％、24年度87.4％、25年度91.6％、26年度末把握、27年度
90.8％、28年度87.4％、29年度91.0％、30年度91.9％、R元年度87.4％と高水準で推移している。全ての市民に情報が行きわたることが目
標だが、そのために、市民に欲しいと思わせるような情報発信の仕方の工夫や、ホームページやＳＮＳの活用などで関心を喚起することでさ
らに割合を向上させ、目標値を96.0％に設定した。
・「市民からの意見・提案等の件数」及び「市長と話そう輪い・和い座談会の開催件数」は、年度によりばらつきはあるが、ほぼ横ばいで推移
している。今後も引き続き市民が意見等を出せる機会の確保に努めていくこととし、「市民からの意見・提案等の件数」の目標値は現状維持
（H28：122件）の120件、「市長と話そう輪い・和い座談会の開催件数」は過去5年（H25～H29）の最大値である6件に設定した。

・特に近隣で比較できる数値はない。当市の市民活動団体登録数は、
ほぼ横ばいで、新規登録団体もあるが、近年は、子ども会や高齢者ク
ラブなどでの登録抹消が見られる状況である。近隣他市においても同
様の傾向にあり、ほぼ同水準にあると推測される。

・市民にまちづくりに参加するきっかけを提供するため、「協まちカフェ」を地区まちづくり委員会と共催し、自治会など地域で活動をしている団体の紹介を行っており、参加者は年々
増加している。
・市民活動団体数は、少子高齢化による活動休止等が原因で、登録を抹消する市民活動団体も出てきているが、ほぼ横ばいである。
・まちづくりに参加している市民の割合は、ここ数年横ばいで推移していたが、平成30年度市民アンケートに大きく低下し、令和元年度もほぼ同じ割合となっている。これは、高齢化
に伴う自治会からの退会や、単独世帯や核家族世帯の増加等の社会情勢の変化等により地域活動への不参加が要因の一つと考えられる。
・広報は月１回、お知らせ版については月2回発行するほか、ホームページやフェイスブック・ツイッター・メールマガジン・ラインで随時情報を発信している。
・市民からの意見提案数は、市民ボックス29件、市長への手紙15件、窓口・電話・メール等67件、陳情・要望が20件であった。
・議会事務局への陳情・要望は9件であった。
・令和元年度より「市長と話そうふれあい座談会」を「市長と話そう輪い・和い座談会」とし、テーマに沿った活発な意見交換ができるよう変更した。

・菅谷地区の多くの市民がまちづくり活動に参加できるよう、その拠点となるコミュニティセンターを整備する必要がある。
・まちづくりに関する市民の学習機会の充実とその周知方法を検討する必要がある。
・市民自治組織や市民活動団体の活動について、さらに広く市民に周知する方法を検討する必要がある。
・市が提案した情報を積極的かつ確実に獲得したり、市の行事への参加や施策への提言したりすることにより、積極的に市政に関与するこ
とが、市民の役割として重要であることを認識してもらう必要がある。

・自治会及びまちづくり委員会によるまちづくりがスタートして9年が
経過し、組織に加入している方々の協働のまちづくりに対する意識
は少しづつ向上してきたと思われるが、一方では自治会へ新たに
加入する方の減少や退会する方も増加しており、まちづくり活動に
参加している市民の割合は38.4％（H27：44％）に低下した。
・市民活動団体数は、226団体（H27：227団体）でほぼ横ばいで推
移している。

市民活動への支援と連携

広聴機能の充実

主な事務事業

情報の発信と共有

市民活動支援センター運営事業

市民活動支援事業

市民との協働体制の推進

輪い・和い座談会開催事務

市民相談事務

基本計画期間における取り組み方針

市民活動団体が様々な活動に取り組んでいることを広く市民に周知するとともに、学習機会
の充実を図り、まちづくりの担い手育成に努める。
市民、市民自治組織、市民活動団体など、多様な主体がともに手を携えながら行う協働事業
を全庁的に推進する。

菅谷地区コミュニティセンター建設を計画的に進める。
市民活動団体が行う自主的・自発的な活動を支援する。

広報紙やホームページ、ＳＮＳ等の媒体を活用し、便利で分かりやすい情報発信に努める。

輪い・和い座談会や市民ボックス、市長への手紙など、市民が気軽に意見を出せる環境を整
える。
多様な要望や相談に応えるための相談体制の充実を図る。

協働のまちづくり推進事業

広報事業



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか

第２次総合計画 前期基本計画期間

90 90 90 90 90
79 81 83.2 79.8

34.0 35.0 27.0 29.0 31.0
22.4 25.0 25.0 24.5

49.0 50.0 42.6 44.6 46.6
38.6 41.0 42.4 40.3

22.0 20.0 10.8 10.4 10.0
11.4 11.2 11.4 12.0

1,100 1,110 1,087 1,067
1,092 1,098 1,087 1,067
1,920

53,300 53,000

28年度 29年度 30年度 元年度

54,240 53,976 53,795 53,436

9.0

50.0

4年度
（目標）
52,500

1,067

52,800

27年度
（実績）

48.6

90

33.0

2年度

53,500

10.0

1,067

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

47.0
38.0

25.0
未把握

35.0

90

32.0

E

D
戦争パネル展アンケートでよかったと答えた
市民の割合

実績値

目標値

目標値

90
73

20.0

職場における男女の立場が平等であると答え
た市民の割合*

％

見込み値

実績値

A ％

名　　　称 単位

B 事業所

C

人権が侵害されたと感じたことがあると答えた
市民の割合 *

家庭における男女の立場が平等であると答え
た市民の割合*

％

B

F

名　　　称

名　　　称 名　　　称

C

D

人口（常住人口）

商工会登録事業所数

A

実績値

％

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

・男女共同参画社会が実現しているかどうかについ
ては、家庭・職場における男女の立場が平等である
と答えた市民の割合を成果指標として設定した。
・「人権尊重の啓発」の成果指標として「人権が侵害
されたと感じたことがあると答えた市民の割合」とし
た。また、平和事業の取組の成果指標として、「戦争
パネル展アンケートでよかったと答えた市民の割合」
を設定した。

Ａ：「人権が侵害されたと感じたことがあると答えた市
民の割合」、Ｂ・Ｃ：「家庭・職場における男女の立場
が平等であると答えた市民の割合」は、市民アン
ケート調査で把握
Ｄ：戦争パネル展の来場者アンケートでよかった、ま
あまあよかったと答えた市民の割合

人権尊重の意識を持ち、お互いに
尊重し合える社会の実現に向けて
取り組む

3年度
（目標）

1,103

54,276
1,930

第１次総合計画 後期基本計画期間

実績値

F

B

人権が侵害されたと感じたことがある
と答えた市民の割合 *

家庭における男女の立場が平等であ
ると答えた市民の割合*

戦争パネル展アンケートでよかったと
答えた市民の割合

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

％

見込み値

％

実績値

人口（常住人口）

商工会登録事業所数

見込み値

実績値

市民（市民、事業所）

実績値

人

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

7

人

施策名

単位

15
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

事業所

％

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

職場における男女の立場が平等であ
ると答えた市民の割合*

・男女共同参画の推進するには、男性に対する啓発活動と意識改革が重要である。
・啓発活動や推進事業等、必要な施策を引き続き計画的に実施していく必要がある。
・原爆パネル展の入場者アンケートでは、継続的な開催を望む意見のほか、子ども達からは、「もっと知りたい」という戦争に関する学習
への意欲がうかがわれる。

1

4

・男女共同参画社会の実現は、市民一人ひとりの理解と行動によってもたらされるものであるため、性別による固定的役割分担意識をな
くし、男女共同参画社会の必要性と重要性を認識し行動をする。
・家庭や職場等において、男女が互いの特性や個性を認めあい、お互いを尊重する。
・国内外の歴史や世界の情勢に関心を持ち、平和を尊び希求する心を持つ。

・男女共同参画社会実現に向けた意識啓発や情報提供を行う。
・人権教育や啓発活動を実施して、市民の人権意識を高める。
・人権侵害等に関して相談できる機会を提供する。
・原爆や沖縄戦のパネル展示、歴史民俗資料館での戦争関連の企画展など、平和事業の取組を継続し、市民に平和を希求する意識の
醸成を図る。

単位

指標名

対象
指標

施策主管課みんなで進める住みよいまちづくり

施策主管
課長名

玉川　一雄

市民協働課

互いに尊重し合う社会の形成を図る

関係課名 秘書広聴課関連個別計画 第2次那珂市男女共同参画プラン（H30～R9）

総合
計画
体系

％

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

男女共同参画の推進

主な事務事業

平和希求

人権啓発事務

法律相談事業

人権尊重の推進

基本計画期間における取り組み方針

・人権教育や啓発活動を通し、市民の人権意識の向上を図る。
・人権侵害や人権問題に関する相談事業の充実を図る。

・男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動
に参画する機会が確保されるように、意識啓発に努める。
・家庭・地域・学校・職場における男女共同参画を推進するため、広報活動や学習機会の提
供を行う。
・働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性が、その個性と能力を十分に発揮で
きるように、関係機関の紹介や情報提供、助言などを行うとともに、事業主に対しての意識啓
発を行う。また、一事業主としての立場から、市が率先して女性職員の活躍促進に向けた取
組を実施する。

・広島や長崎にとらわれることなく、幅広く戦争に関する企画展を展開し、平和について考え
学び、平和を守る意識の醸成が図れるよう取り組む。

男女共同参画推進事業

平和事業事務

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

・「人権が侵害されたと感じることがあると答えた市民の割合」「家庭における男女の立場が平等であると答えた市民の割合」「職場における
男女の立場が平等であると答えた市民の割合」については、第2次那珂市総合計画前期基本計画（H30～R4）において施策の成果を表す
指標として位置づけ、それぞれ中間目標値（R2）と目標値（R4）を設定している。
・「人権が侵害されたと感じることがあると答えた市民の割合」は、今後も啓発事業を実施していくことにより、全国の人権相談件数における
平成24～26年度の平均減少率1.7％/年と同程度の減（0.2ポイント/年）を目指し、中間目標値（R2）を10.0％、目標値（R4）を9.0％に設定し
た。
・「家庭における男女の立場が平等であると答えた市民の割合」は、過去5年間（H24～28）で最大であった平成24年度（43.2%）を上回る
50.0%を目指し目標値（R4）に設定した。中間目標値（R2）は、（R4：50.0－H28：38.6）/6＝1.9≒2.0ポイント/年の増を見込み46.6%に設定し
た。
・「職場における男女の立場が平等であると答えた市民の割合」は、過去5年間（H24～28）で最大であった平成24年度（24.0%）を上回る
35.0%を目指し目標値（R4）に設定した。中間目標値（R2）は、（R4：35.0－H28：22.4）/6＝2.1≒2.0ポイント/年の増を見込み、22.4＋2.0×4
年＝30.4≒31.0%に設定した。
・「戦争パネル展アンケートでよかったと答えた市民の割合」は、戦争パネル展の入場者を増やすとともに平和を希求する意識を高められる
ような企画内容に工夫を凝らすことにより、平成28年度の81％から1割程度の増を目指し、目標値は90％に設定している。

【男女平等意識調査】「男女平等である」と答えた人の割合
・那珂市民アンケート（R元年度）
　家庭生活：40.3％、　職場：24.5％、　社会全体：14.4％
・茨城県男女の働き方と生活に関する調査（R元年度）
　家庭生活：9.5％、　職場：18.1％、　社会全体：8.2％
・水戸市男女共同参画に関する市民意識調査（H30年度）
　家庭生活：データなし、　職場：19.7％、　社会全体：9.5％

・男女共同参画に対する市民の意識は年々高まっているものの、男性と女性の認識には開きがあるため、啓発活動や推進事業を継続して
実施する必要がある。
・人権擁護のため各種相談を実施している。（法律相談：18回、人権相談：4 回、行政相談4回）
・人権擁護委員が講師となり、全小学校の3・4年生を対象に「人権教室」を実施している。平成29年度からは中学生の1年生にも実施してい
る。
・人権意識の啓発のため、保護司会・更生保護女性会ほか、民生委員・青少年相談員等の関係機関と連携して、「社会を明るくする運動」
を年１回実施している。

・人権尊重や男女共同参画、平和希求に対する意識を市民一人ひとりに普及啓発する必要がある。
・女性の職場生活における活躍の推進に関する法律が平成27年度に施行されたことを踏まえ、働く女性やこれから働こうとする女性を支援
する取組を進めていく必要がある。
・人権意識や平和を守る意識の醸成には、教育や啓発活動により訴える部分が大きく、継続的に取り組んでいく必要がある。また、市民の
関心を喚起するためにも、興味を抱かせる内容を工夫する必要がある。

・第1次及び第2次那珂市男女共同参画プランとその実施計画に基
づき啓発活動を実施してきた結果、「家庭における男女の立場が平
等であると答えた市民の割合」は27年度の38.0%より2.3%増の
40.3%、「職場における男女の立場が平等であると答えた市民の割
合」についても平成27年度の20.0%より4.5％増の24.5%となり、いず
れも数パーセントではあるが、成果は向上している。
・人権意識や平和を守る意識の醸成は、地道な啓発活動に依らざ
るを得ないところもあり、横ばいとなっている。



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか
防災・防犯・交通安全の対策の充実。原子力災害を想定した避難計画の周知。防犯・防災体制の整ったまちであってほしいなどの意見
が寄せられている。

2

1

地域の防災として、自主防災組織を結成し、防災訓練等でAED講習を受講したり、消火器の取扱い方法を学び地域防災力の向上を図
る。
住民は災害等に的確に対応できるよう、災害時に備え平常時に非常時持ち出し品等の準備を行うとともに、自助の意識を持って、日頃
から家族や隣近所との連携を保つように心がける。また、火災を発生させないように正しい火気の取扱い方法を身に着け、火気の取扱い
に十分注意できるようにする。

市民が災害時に迅速かつ的確な行動がとれるように、市地域防災計画に基づき、災害時の状況を想定した防災訓練を定期的、継続的に実施するととも
に、災害時に被害を最小限にとどめるための体制を整え、対策を講じる。非常時持ち出し品の常備の呼びかけや広報をすることで「自助」の意識啓発に
努める。
避難行動要支援者名簿を自治会等へ提供し平常時から見守り活動を行う。さらに、災害時の連絡ツール充実にも努める。
原子力災害については、東京電力福島第一原発事故が発生したことにより、安全協定を見直し監視・組織体制の強化や、市民への原子力に関する情
報提供を行い啓発に努める。

単位

指標名

対象
指標

施策主管課安全で快適に暮らせるまちづくり

施策主管
課長名

秋山　光広

防災課

災害に強いまちをつくる

関係課名 土木課、建築課、消防本部関連個別計画
市地域防災計画（計画期間なし）､原子力災害に備えた市広域避難計画（策定
中）､市耐震改修促進計画[改訂版](H28～R2)

総合
計画
体系

％

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）

7

人

施策名

単位

7
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

団体

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

災害が少ない又は必要な対策が取られてい
るため、安全な生活が送れていると感じる市
民の割合*

人口(H30以降は常住人口）
見込み値

実績値

市民

実績値

人

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

第１次総合計画 後期基本計画期間

実績値

F

B

市有公共施設の耐震化率*

自主防災組織数*

普通救命講習会受講者数*

救命講習会受講者数

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

％

見込み値

団体

実績値

名　　　称 名　　　称

C

D

人口(H30以降は常住人口）A

実績値

％

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

震災時に建物による人命被害を最小限に抑えるための成
果指数として、市有公共施設の耐震化率を設けた。また、
市民の自助・共助意識の向上のための、自主的な取り組
みを成果の指数として、自主防災組織数を設定した。さら
に、防災訓練等を定期的、継続的に実施することでの災害
時に迅速な行動が取れ、安全な生活が送れていると感じる
市民の割合を設けた。救急体制の強化として普通救命講
習会受講者数も設けた。

Ａ：建築課のデータで把握する。
Ｂ：防災課のデータで把握する。
Ｃ：市民アンケートで把握する。
Ｄ：消防本部のデータで把握する。
Ｅ：消防本部のデータで把握する。

防災意識が向上し、災害時に連帯
感を持って行動する

３年度
（目標）

55,500
55,647

人

A ％

名　　　称 単位

B

C

市有公共施設の耐震化率*

救命講習会受講者数自主防災組織数*

人

B

F

名　　　称

E

D 普通救命講習会受講者数*

733

実績値

目標値

目標値

895

人

815

災害が少ない又は必要な対策が取られているため、
安全な生活が送れていると感じる市民の割合*

人

見込み値

実績値

69
53

90.0
99.1

60.0

1,194 1,245

52,800

27年度
（実績）

68

885

58.0

２年度

55,300 53,800 53,500

100.0

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

100.0

68

４年度
（目標）
52,50053,300 53,000

28年度 29年度 30年度 元年度

55,576 55,312 53,795 53,436

92.5 95.0 95.0 95.0 100.0
93.3 94.4 95.5 100.0
69 69 69 69 68
62 64 68 67

865 875
832 570 797 778

52.0 54.0 56.0
48.2 48.4 49.8 50.8

第２次総合計画 前期基本計画期間

1,143
934 760 935 939



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

水害・土砂災害については、市全体が平地であるため、大量の降雨対策としては排水整備を行う必要がある。
地震災害については、これまで公共施設の耐震化を進めている。
市民への情報提供には、防災行政無線のアナログ方式からデジタル方式への整備中で、個別受信機の全戸取り換えと屋外子局１０９箇所
のスピーカーを取り換え実施している。災害時の災害対策本部と活動箇所（避難所等）との連携体制を整えるため、IP無線機を整備し活用
している。
自主防災組織の設立時に支援を行っている。また、拠点避難所等に防災倉庫及び防災資機材を整備し非常食の備蓄を行っている。
原子力災害については、茨城県の広域避難計画に伴う、策定が必要となってくる。

東日本大震災や各地での大雨による災害の発生により、市民の防災意識は高まっているが、災害はいつ発生するか予想がつかないもので
あり、日頃からの防災に対する市民への意識付けが重要。
震災では、地区ごとの防災活動が重要であり、今後も自主防災組織の充実に向け地域防災力の向上を図る。
原子力災害については、国の原子力災害対策指針が随時改定されるため、それらを踏まえ那珂市地域防災計画（原子力災害対策編）を引
き続き見直ししていくことが必要である。
大量の降雨による浸水被害をなくすため、雨水排水路の整備を進める。

・自主防災組織数は、平成27年度の53自治会での結成だったが、5
年間で67自治会での結成となり、大きく進捗した。
・市有公共施設の耐震化率は、平成27年度の91.1％から100％に
向上した。
・年々防災資機材の整備・充実が図られてきている。

災害時対応の体制の確
立

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

・自主防災組織等の結成率は、隣接市(水戸市100％､ひたちなか市
100％)でほぼ同水準（那珂市98.5％）である。
・公共施設の耐震化率等は、隣接市（水戸市98.9％)と比べて、同水準
（那珂市100％）と判断できる。

・以下の指標については、第2次那珂市総合計画前期基本計画（H30～R4）において施策の成果を表す指標として位置づけ、それぞれ中
間目標値（R2）と目標値（R4）を設定している。
・市有公共施設の耐震化率は、耐震性を満たしていない施設が令和4年度までに順次解体等を予定していることから、中間目標値（R2）を
95.0％、目標値（R4）を100％に設定した
・自主防災組織数は、東日本大震災を教訓に令和4年度までに68自治会の全てで結成されるよう組織化を進めることを目標とした。
・災害が少ない又は必要な対策が取られているため、安全な生活が送れていると感じる市民の割合は、施策の推進により、過去3年間で最
大であった51.5％（H27）を上回る60.0％を目標値（R4）とし、年2.0ポイントの増を見込み、中間目標値（R2）は56.0％に設定した。
・普通救命講習会受講者数は、平成24年度から平成28年度で年10人伸びており、引き続き同程度の増を目指し、中間目標値（R2）を875
人、目標値（R4）895人に設定した。

救急体制の強化

主な事務事業

消防体制の強化

基本計画期間における取り組み方針

地域防災計画の習熟に努めるとともに、地域防災計画行動マニュアルを策定。
自主防災組織での防災訓練等を実施して、防災力向上を推進する。
幼年・少年・婦人防火クラブの活動の活性化や学校などにおける子供たちへの教育の充実。
原子力事業者との間で締結している安全協定を見直し、安全監視を徹底するとともに市民に
対して原子力に関する正しい知識の普及と適切な情報提供を行う。

防災無線など多様な情報伝達媒体を活用して災害情報の確実な提供を確保する。
防災井戸や防災資機材の整備管理を進めるとともに食料や飲料水の備蓄を進める。
防災組織の育成や避難行動要支援者システムの構築を進め、地域防災力の向上を図る。
災害時に必要な物資や労力の支援が受けられるよう、各方面・分野にわたって災害協定を締
結し、市民生活を守る。
災害出場時に備え、消防車両や資機材を整備するとともに、研修や訓練の実施などにより、
消防職員の資質向上を図る。
火災発生時の初期活動の重要性について、消火訓練や避難訓練などを通じて、市民への啓
発を行う。
火災発生時の初期消火や風水害時の警戒出動など、消防署の活動を補完している消防団
については、職員の入団促進に努めるとともに、団員一人ひとりの知識と技能の向上により、
地域における消防体制の充実を図る。

公共施設のＡＥＤを適切に管理するとともに、心肺蘇生や止血法などについての救命講習会
を開催し、市民や事業所の救命救急意識の向上を図る。
市民の生活を守るため、救急時の出動態勢を確保するとともに、救急車の適正な利用につい
て周知徹底を図る。
認定救急救命士の育成を計画的に進め、救急体制の強化を図る。

防災事務事業
防災訓練実施事業
原子力広報調査対策事業
自主防災組織育成事業

防災事務事業
防災設備整備事業
自主防災組織育成事業

消防事業
常備消防車両整備事業
消防団車両整備事業

AED整備普及促進事業

防災・減災対策の強化



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか
・自警団設立後の組織維持の財政的支援の要望。

2

2

・地域の防犯活動について積極的にかかわっていく。
・住民は情報把握に努めながら犯罪に巻き込まれないように、地域自衛防犯体制を整え『自らの身は自らが守る』という意識を持つ。
・住民は消費問題に関する知識や情報に対し関心を高めてもらい、地域やコミュニティで情報を共有することで被害に遭わないように努
める。

・犯罪の未然防止のために情報の提供を行うとともに、自警団を基盤とする防犯体制づくりを支援する。
・自警団等、警察署と連携した地域防犯ネットワークを有効に活用する。
・消費者情報を継続して啓発し、賢い消費者の育成を図るとともに、相談体制の充実を図る。

単位

指標名

対象
指標

施策主管課安全で快適に暮らせるまちづくり

施策主管
課長名

秋山　光広

防災課

犯罪を防ぐまちをつくる

関係課名 環境課、学校教育課関連個別計画

総合
計画
体系

％

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）

7

人

施策名

単位

7
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

％

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

刑法犯認知件数

人口（H30以降は常住人口）
見込み値

実績値

市民

実績値

人

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

第１次総合計画 後期基本計画期間

実績値

F

B

犯罪が少ない又は必要な対策が取られているた
め、安全な生活が送れていると感じる市民の割合*

自警団組織率* 

人口1,000人当たりの犯罪率

人口1,000人当たりの消費者問題相談
件数

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

件

見込み値

％

実績値

名　　　称 名　　　称

C

D

人口（H30以降は常住人口）A

実績値

件

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

・犯罪対策の推進を測定できる成果指標として、「犯罪が少ない又は
必要な対策が取られているため、安全な生活が送れていると感じる
市民の割合」及び「刑法犯認知件数」を設定し、かつ「人口1,000人
当たりの犯罪率」によって他市町村との比較が行えるようにした。
・住民自らによる防犯活動の状況を示す指標として「自警団組織率」
を設定した。
・消費生活の指標は、他市町村との比較が行えるように「人口1,000
人当りの消費者問題相談件数」とした。

Ａ：市民アンケート
Ｂ：防災課データ
Ｃ，Ｄ：茨城県警の統計データ
Ｅ：市消費生活センターデータ

犯罪被害にあわずに安心・安全に
暮らせる

3年度
（目標）

55,700
55,647

件

A ％

名　　　称 単位

B

C

犯罪が少ない又は必要な対策が取られているため、
安全な生活が送れていると感じる市民の割合*

人口1,000人当たりの消費者問題相談件数自警団組織率* 

‰

B

F

名　　　称

9.605

535

E

D 人口1,000人当たりの犯罪率

4.12

実績値

目標値

目標値

7.619

件

8.587

466

刑法犯認知件数

‰

見込み値

実績値

95.7

51.5

400

4.67 4.78

52,800

27年度
（実績）

98.5

7.765

410

2年度

55,500 55,300 53,500

42.7

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

44.0

100.0

4年度
（目標）
52,50053,300 53,000

28年度 29年度 30年度 元年度

55,576 55,312 53,795 53,436

37.9 39.1 40.3 41.5
36.7 35.7 34.7 43.9

97.1 97.1 97.1
95.7 95.7 95.7 97.1

8.068 7.925
9.407 8.553 7.143 7.166

535 450 450 430 420
509 461 385 384

第２次総合計画 前期基本計画期間

3.78 3.78 4.55
3.80 4.10 6.67 4.55

9.640 8.137 8.411



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

・「犯罪が少ない又は必要な対策が取られているため、安全な生活が送れていると感じる市民の割合」「自警団組織率については、第2次那珂市総合計画前期基本計画（H30～R4）において施策の成果を表す
指標として位置づけ、それぞれ中間目標値（R2）と目標値（R4）を設定している。
・「犯罪が少ない又は必要な対策が取られているため、安全な生活が送れていると感じる市民の割合」は、平成26年度（31.2％）、平成27年度（31.5％）、平成28年度（36.7％）となっている。目標値（R4）は、過去
３年で最大であった平成28年度（36.7％）の1.2倍を目指し44.0％に設定した。中間目標値（R2）は、（44.0-36.7）/6＝1.217≒1.2ポイント/年の増を見込み41.5％に設定した。
・「自警団組織率」は、平成28年度現在、69自治会のうち66自治会で自警団が結成されており、残りの3自治会に自警団を結成してもらうことを目指し、中間目標値（R2）はプラス1組織で（66＋1）/69×100＝
97.1％に、目標値（R4）は100％に設定した。なお、自治会数が平成31年4月に68自治会となった。
・「刑法犯認知件数」は、減少傾向にあるが前年より増加する年もあり楽観できない。持続的に犯罪の発生を抑制していくため、警察との連携により地域ぐるみで防犯活動を展開していくことにより、第1次総合計
画策定時に設定した535件を近年大幅に下回っていることも踏まえ、目標値は令和4年度で400件以下となるよう設定している。「人口1,000人当たりの犯罪率」は、刑法犯認知件数の目標値から計算し目標値を
記載している。
・「人口1,000人当たりの消費者問題相談件数」は、平成27年度から平成29年度は横ばい(平均値4.01件)で推移していたものの、平成30年度は6.67件と急増し、令和元年度は4.55件とこれまでの平均値に近づ
いた。より一層の啓発活動に努めることにより、中間目標値（R2）はR1年度と同一水準の4.55件を維持することを目指し、目標値（R4）はR1年度比5％増の4.78件に抑えることを目標とする。

・茨城県警の統計資料によると、那珂市の令和元年の人口1,000人当
たりの犯罪率は7.166‰で、県内44市町村中17番目となっている。
・令和元年の人口1,000人当りの消費者問題相談件数は水戸市7.63
件、ひたちなか市5.32件となっている。

・警察や防犯協会と連携し、防犯パトロールなどの地域防犯活動の充実を図っている。
・学校、家庭、地域が防犯に関する連携を強化し、いつでもどこでも安全を確保できるよう努めている。
・防犯灯は、年40件程度の設置補助、年160件程度のLED化補助を実施している。
・防犯キャンペーンでチラシなどを配布し、防犯意識の啓発に努めている。
・悪質商法による被害や商品事故の苦情などの消費生活に関する相談に応じ、問題解決のための助言や各種情報の提供を実施してい
る。

・犯罪を防止するため、通学路や住宅地の夜間危険箇所に防犯灯の設置を促進するとともに、蛍光灯より明るいLED化を進める必要があ
る。
・自治会との連携を強化し、地域の安全を地域で守る意識の向上を図る必要がある。
・消費者被害にあわないようにするために、市民の意識啓発を図る必要がある。

・令和元年の本市における刑法犯認知件数は384件で、平成27年
と比較すると82件減少した。
・人口1,000人当りの消費者問題相談件数は平成27年度から平成
29年度の平均値4.01件で横ばい傾向であったが、平成30年度は
6.67件と急増し、令和元年度は4.55件とこれまでの平均値に近づい
た。

主な事務事業基本計画期間における取り組み方針

防犯対策の推進

防犯意識の啓発

・自警団の結成及び活動を支援し、地域における防犯体制の整備・充実を図る。
・警察署や学校、自警団、ＰＴＡ等と不審者情報を共有し、登下校時の見守りやパトロール等
により児童生徒の安全確保を図る。
・通学路や住宅敷地における安全を確保するため、防犯灯の設置を促進する。
・防犯協会や警察と連携し、防犯パトロール等の地域防犯活動の充実を図る。

・自警団や学校における地域の活動を通して地域の安全は地域で守る意識の向上を図る。
・消費生活相談員を配置して、消費者問題の解決のためにアドバイスやあっせんを行う。
・広報誌や街頭啓発及び市ホームページ、SNS等様々な手段を用いて積極的に情報を発信
することで、消費に関する知識の普及や情報提供に努める。
・出前講座を実施し、悪質商法や消費生活に関するトラブルにあわないように消費者意識の
啓発を図る。

防犯事業

防犯事業

消費者行政推進事業



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか
・信号機、横断歩道、危険箇所への注意喚起看板設置要望が地域及び小・中学校ＰＴＡから寄せられている

2

3

・市民及び道路利用者が交通ルールを守る
・交通事故防止の活動・運動への参加

・交通安全意識の向上 　・交通安全運動の推進　・交通安全教室の実施　・交通安全施設の整備　・警察署及び交通関係団体との連携
・道路環境の整備を関係機関へ要望　・交通危険箇所への看板設置

単位

指標名

対象
指標

施策主管課安全で快適に暮らせるまちづくり

施策主管
課長名

秋山　光広

防災課

交通安全を推進する

関係課名 土木課、学校教育課関連個別計画

総合
計画
体系

件

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）

7

人

施策名

単位

7
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

人

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

交通事故負傷者数

人口（H30以降は常住人口）
見込み値

実績値

市民、道路利用者

実績値

人

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

第１次総合計画 後期基本計画期間

実績値

F

B

交通事故件数*

交通事故死者数

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

人

見込み値

人

実績値

名　　　称 名　　　称

C

D

人口（H30以降は常住人口）A

実績値

人

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

交通事故防止対策の推進結果を測定できる成果指
標として、交通事故件数、交通事故死者数、交通事
故負傷者数を設定した。

茨城県警(市町村別基礎資料)データで把握する

交通事故にあわない、交通事故を
起こさない

3年度
（目標）

55,500
55,647

A 件

名　　　称 単位

B

C

交通事故件数*

交通事故死者数B

F

名　　　称

530

E

D

実績値

目標値

目標値

421

交通事故負傷者数

見込み値

実績値

0
4

350
317

348

52,800

27年度
（実績）

0

350

2年度

55,300 55,100 53,500

268

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

266

0

4年度
（目標）
52,50053,300 53,000

28年度 29年度 30年度 元年度

55,576 55,312 53,795 53,436

350 300 275 273 271
280 259 210 161

0 0 0 0 0
1 4 2 2

530 520 357 355 352
366 325 269 206

第２次総合計画 前期基本計画期間



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

・通学時の交通事故を防止するため、交通安全母の会などの市民活動団体とともに、小学校
や中学校において交通安全教室を実施する。
・交通事故にあわない、交通事故を起こさないという意識の向上を図るため、交通安全協会
などの関係機関とともに、交通ルール・交通マナーについて、街頭キャンペーンによる啓発
活動を進める。

・子どもや高齢者などを事故から守るために、行政と地域、学校、警察、交通安全母の会が
連携を図りながら地域での見守りや立哨指導を行うなど、交通安全体制の充実を図る。
・自動車の運転に自信がなくなった高齢者などに運転免許証の自主返納を促し、交通事故
の抑制を図るため、ひまわりバス及びひまわりタクシーの利用割引券を交付する。
・道路における円滑な交通を維持し、安全な交通環境を確保する。

交通安全推進事業

各種団体補助事業

交通安全施設整備事業

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

・「交通事故件数」は、平成18年（562件）と平成28年（280件）を比較すると約50％減少しているが、ここ数年は横ばいであるため、第2次那
珂市総合計画前期基本計画（H30～R4）において、目標値（R4）は平成28年現状値（280件）から5％減の266件、中間目標値（R2）は（266-
280）/6≒▲2.33件/年の減少を見込み271件に設定した。
・「交通事故死者数」は、ここ数年においては数人程度で推移しているが、重大事故を減らし0人となることを目指し、目標値を設定してい
る。
・「交通事故負傷者数」は、「交通事故件数」の目標値をもとに算出し、目標値を設定している。

令和元年の那珂署（那珂市）の交通事故発生件数は161件、水戸市
929件、ひたちなか市436件で、人口１万人当たりの死傷者数を見ると
水戸市43.39人、ひたちなか市34.76人で那珂市は38.98人となってお
り、ほぼ同水準である。

・本市と水戸市やひたちなか市の都市部を結ぶ骨格道路が整備され、通勤等通過交通などの交通量が増加し交通事故が多発していた
が、平成17年より年々減少傾向にある。（平成17年569件、平成20年453件、平成25年374件、平成30年210件）
・高齢者が当事者となった交通事故は、発生件数が平成28年（87件）、平成29年（83件）、平成30年（86件）で、死者数は平成28年（1人）、
平成29年（3人）、平成30年（2人）となっている。
・交通事故件数減少の主な要因としては交通安全広報活動、交通安全施設の整備充実及び交通安全教室の開催などが考えられる。
・安全装備が充実した自動車の普及により事故に至らなかったり、ドライブレコーダーの普及によりドライバーがこれまで以上に交通法規を
守る傾向が顕著になっていることも交通事故件数減少の主な要因の一つと考えられる。

・児童生徒や高齢者など、交通弱者への交通事故対策の強化が求められている。
・交通安全施設は、整備を必要とする箇所が増加しているため、緊急性や必要性などを考慮し、計画的に整備を進める必要がある。

市内の事故発生件数は平成22年は若干増加したものの、平成17
年から年々減少傾向にあり、平成27年度と比較すると156件の大幅
な減少となった。交通安全教室の開催や交通安全広報活動、交通
安全施設の整備充実が成果と考えられる。

主な事務事業基本計画期間における取り組み方針

交通安全意識の啓発

交通安全環境の整備



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか

第２次総合計画 前期基本計画期間

111 100 115 108 100
130 126 124 110

42 40 73 72 70
76 66 77 59

102 100 42 41 40
44 85 80 41

1,887 1,887 1,887 1,887
1,887 未調査 未調査 未調査
2,013

53,300 53,000

28年度 29年度 30年度 元年度

55,576 55,312 53,795 53,436

35

60

4年度
（目標）
52,500

1,887

52,800

27年度
（実績）

65

90

2年度

55,300 55,300 53,500

37

1,887

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

42
79

104
88

80132

E

D

実績値

目標値

目標値

115

不法投棄処理件数*

見込み値

実績値

A 件

名　　　称 単位

B 所

C

苦情件数①（大気、騒音、振動、悪臭など）*

苦情件数②（空き地管理）*B

F

名　　　称

名　　　称 名　　　称

C

D

人口（H30以降は常住人口）

事業所数

A

実績値

件

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

市民が日常生活を送るにあたり、生活環境において
不快に感じた事象を行政に苦情として情報提供した
件数を成果指標とした。

環境課のデータで把握する。

生活環境や自然環境に配慮した
生活（事業活動）をする

3年度
（目標）

未調査

55,500
55,647
1,953

第１次総合計画 後期基本計画期間

実績値

F

B

苦情件数①（大気、騒音、振動、悪臭
など）*

苦情件数②（空き地管理）*

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

件

見込み値

件

実績値

人口（H30以降は常住人口）

事業所数

見込み値

実績値

市民、事業所

実績値

人

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

7

人

施策名

単位

15
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

所

件

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

不法投棄処理件数*

・市民生活に密着した苦情がほとんどであり、野焼きや耕作放棄地の雑草に関する苦情が大部分を占めている。

2

4

・生活環境の保全に努めるとともに、所有する空き地等に雑草を繁茂させないよう心がけるようにしながら、さらに適正なごみの搬出等に
より、野焼きなどの屋外焼却をしないように心がける。
・法令基準を遵守し、騒音・振動を発生させない。

・市は環境基本計画に基づき、市民意識の向上を図るため環境に関する意識啓発活動を行い、苦情や公害のない良好な状態を維持す
るよう推進する。水環境については、市民の生活環境がより良好な状態になるよう推進する。

単位

指標名

対象
指標

施策主管課安全で快適に暮らせるまちづくり

施策主管
課長名

関　雄二

環境課

健康で快適に過ごせる生活環境の保全を図る

関係課名 防災課、農政課、商工観光課、土木課関連個別計画 第２次那珂市環境基本計画（H25～R4)

総合
計画
体系

件

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

自然と生活環境の保全

環境保全対策事業

不法投棄廃棄物撤去事業

・きめ細かな苦情処理対応と野焼きなど身近な生活環境における問題に対応する。
・広報等による意識啓発の推進。
・公害の未然防止のため、関係機関と連携した監視、指導体制の強化。
・地下水調査による土壌からの影響調査による情報提供。

・不法投棄ごみを早期に除去することで新たな不法投棄を防止するとともに、不法投棄防止
看板の設置により未然防止に努める。
・年２回の市内一斉清掃や常磐自動車道側道クリーン作戦などの実施により、不法投棄に対
する意識啓発を行う。

・空き地等の適正管理に関する指導。
・民地等に発生するスズメバチ等の駆除を行い市民の安全を確保する。
・自然環境や自然景観の保全に努めるとともに、市民の自主的な活動を支援する。
・自然環境との調和を図り、住民の需要に応じ供給管理をしていく。
・太陽光発電施設を設置する予定の事業者が、生活環境や景観に配慮し施設を設置・管理
するよう助言・指導を行う。

衛生害虫等対策事業

公園墓地管理事業

公害の防止

・苦情の内容が多様化しており、水質汚濁、悪臭、騒音等に関する専門的な判断や、よりきめ細かな対応が求められている。野焼きや空き
地及び耕作放棄地の雑草に関する苦情の割合が高く、広報等による住民への周知はもとより適正な指導、助言を行っていく必要がある。

・すべての苦情、要望等は、市民自らの責任と行動によって解決に至る事例が多く、行政から市民への積極的な関与が求められる。あわせ
て市民と協働のまちづくり事業の施策を効果的に活用することにより、市民、事業者、行政が連携すれば良い結果が得られる。

【実績】
○大気、悪臭など　H27：44件＞R1：41件＝93.2％
○空き地　　　　　　H27：76件＞R1：59件＝77.6％
○不法投棄　　　　H27：130件＞R1：110件＝84.6％
【判断】　　合計　H27：250件＞R1：210件＝84.0％　→　やや向上
【要因分析】野外焼却（野焼き）が依然として多く、苦情件数の大半
を占め、法律上の例外（農業用など）であっても苦情となる。

不法投棄の防止

主な事務事業基本計画期間における取り組み方針

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

○苦情件数（大気、騒音、振動、悪臭など）
【実績】H25：54件、H26：49件、H27：88件、H28：44件、H29：85件
【根拠】目標値は、過去最少となるように35件を目指す。中間目標値は、現状値と目標値の中間の40件とする。
○苦情件数（空き地管理）
【実績】H25：63件、H26：92件、H27：115件、H28：76件、H29：66件
【根拠】目標値は、過去最少と同程度となるように60件を目指す。中間目標値は、現状値と目標値の中間の70件とする。
○不法投棄処理件数
【実績】H25：84件、H26：144件、H27：115件、H28：130件、H29：126件
【根拠】目標値は、過去最少と同程度となるように80件を目指す。中間目標値は、現状値と目標値の中間の100件とする。

【実績】
○公害苦情等受理件数（平成30年度分）
　　那珂市43件、水戸市82件、ひたちなか市40件、東海村23件
【判断】平均47件＞那珂市43件　→　ほぼ同水準
【要因分析】
○水戸市やひたちなか市は繁華街が多いことから、騒音や悪臭の苦
情が多く、那珂市は自然豊かな土地柄で野焼きの苦情が多い。



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか

第２次総合計画 前期基本計画期間

2,500 2,000 1,700 1,750 1,800
1,605 1,645 1,721 2,024

13,900 13,800 14,300 14,100 13,900
14,532 14,721 14,990 14,992

1,887 1,887 1,887 1,887
1,887 未調査 未調査 未調査
2,013

53,300 53,000

28年度 29年度 30年度 元年度

55,576 55,312 53,795 53,436

13,600

2,000

4年度
（目標）
52,500

1,887

52,800

27年度
（実績）

1,900

2年度

55,300 55,300 53,500

13,700

1,887

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

2,500
1,738

14,000
14,899

E

D

実績値

目標値

目標値

見込み値

実績値

A ｔ

名　　　称 単位

B 所

C

可燃ごみ排出量 *

資源物回収量*B

F

名　　　称

名　　　称 名　　　称

C

D

人口（H30以降は常住人口）

事業所数

A

実績値

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

市民、事業者、行政がごみの排出についての責任を
果たしている状況は、各年のごみ排出量の削減が重
要となることから、可燃ごみ排出量を成果目標として
設定した。また、資源の回収状況を示す指標として
「資源物回収量」も設定した。

「可燃ごみ排出量」「資源物回収量」は大宮地方環
境整備組合のデータで把握する。

ごみを減らし、資源を有効に利活
用する

3年度
（目標）

未調査

55,500
55,647
1,953

第１次総合計画 後期基本計画期間

実績値

F

B

可燃ごみ排出量 *

資源物回収量*

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

見込み値

ｔ

実績値

人口（H30以降は常住人口）

事業所数

見込み値

実績値

市民、事業所

実績値

人

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

7

人

施策名

単位

15
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

所

ｔ

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

・不法投棄をされて困っている。

2

5

・住民は家庭系ごみの発生を抑制し、再生品の使用もしくは再利用に取り組む。廃棄物を適正に分別することによって、家庭系廃棄物
の減量に努め、市の施策に協力する。

・排出されたごみを速やかに回収し、適正に処理する。３Ｒ（発生抑制、再利用、再資源化）を啓発するとともに、関連情報を提供してい
く。
・市民の出した資源物（古新聞等の古紙、アルミ缶等）の持ち去り者の監視及び取締りを強化する。

単位

指標名

対象
指標

施策主管課安全で快適に暮らせるまちづくり

施策主管
課長名

関　雄二

環境課

地球にやさしい持続可能な社会への転換を図る

関係課名関連個別計画 第2次那珂市環境基本計画（H25～R4）

総合
計画
体系

ｔ

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

廃棄物の抑制とリサイク
ルの推進

・可燃、粗大、資源ごみ回収については、那珂市と常陸大宮市で構成する大宮地方環境整備組合において広域的な処理を行っている。
・コンポスト等の生ごみ処理機購入補助の申請は、平成27年度24基、平成28年度29基、平成29年度33基、平成30年度34基、令和元年度
29基、となっている。
・温室効果ガス排出量削減のため、市役所の排出量削減目標を6％とし、窓口課を除き昼休みの消灯、適正な冷暖房の温度設定、クール
ビズ・ウォームビズの実施、グリーン購入などに取り組み、公用車の大半は普通車から軽自動車へ移行が完了し、ハイブリッド車も購入して
いる。
・壁面緑化事業を、市役所本庁舎、消防本部、菅谷保育所及び額田・菅谷西・木崎学童保育所で引き続き取り組んでいる。
・不法投棄件数は、平成27年度115件、平成28年度130件、平成29年度119件、平成30年度124件、令和元年度は110件となっており、いず
れも100％の回収処分をしている。

・紙類においては、新聞紙や雑誌・段ボールなどは資源物として定着してきたが、コピー用紙など事務処理の中で発生する紙類は、資源ご
みに分類されるものであっても、まだ可燃ごみとして排出される傾向にある。これらを含めて資源物であることを意識付けさせることが課題で
あり、市が配布しているパンフレットやＨＰ等を活用し周知を図る必要がある。
・粗大ごみや家電製品等は、正規な処理方法に基づけば処理可能である。しかし、依然として不法投棄されているのが現状で、これを根絶
するためにも、適正な排出方法の周知、住民の参加・協力による監視体制の強化が求められている。

【実績】
○可燃ごみ処理量　H27：14,899ｔ＜R1：14,992ｔ＝100.6％
○資源物回収量　　H27：1,738ｔ＜R1：2,024ｔ＝116.5％
【判断】　人口は減少しているが、処理量はいずれも増加している。
【要因分析】
資源物（紙類）が可燃ごみに分類されず排出されている。
分別啓発の効果により、資源物回収量が増えたと推測される。

地球温暖化対策と低炭
素社会づくり

主な事務事業

ごみ啓発等推進事業

家庭系可燃ごみ収集事業

環境保全対策事業

基本計画期間における取り組み方針

・ごみ減量に関する情報等の提供や意識啓発などにより、ごみの排出削減と分別収集の徹
底を図る。
・大宮地方環境整備組合との連携により、ごみの適正な収集と処理に努める。
・生ごみ減量のため、家庭における生ごみ処理機等の広報を行いながら購入支援を推進す
る。
・リサイクル率の向上や拡大のため、分別の徹底を進めるとともに、資源物の回収の拡大に
繋げる。
・ノーマイカーデーやクールビズ・ウォームビズの推進
・グリーン購入や低公害車の利用促進と普及啓発。
・学校や生涯学習の場を通して、家庭における省エネルギーについて意識啓発を行う。

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

○可燃ごみ排出量
【実績】H25：14,183ｔ、H26：14,324ｔ、H27：14,899ｔ、H28：14,532ｔ、H29：14,721ｔ
【根拠】過去4年間における人口1人当たりの可燃ごみ排出量は0.26ｔ/人。令和4年の将来人口推計は52,500人であることから、目標値は
52,500×0.26≒13,600ｔに設定。中間目標値は、（14,500－13,600）/6＝150ｔ/年の減少を見込み、14,500－150×4＝13,900ｔに設定した。
○資源物回収量
【実績】H25：2,036ｔ、H26：1,818ｔ、H27：1,738ｔ、H28：1,605ｔ、H29：1,645ｔ
【根拠】リサイクル率を高める観点から、目標値は平成25年度と同程度の2,000ｔを目指す。中間目標値は、現状値と目標値の中間の1,800ｔ
とする。

【方針】循環型社会の構築のためには、発生初期の段階での廃棄物の減量「ごみを出さないこと」が重要で、分別回収の徹底と品目拡大を
すすめるとともに、最終処分率を低くするための取組を進める。

【実績】○一般廃棄物の1人当たり排出量（単位 ｇ/人日）（県内順位）
那珂市877（14位）水戸市1.154（41位）ひたちなか市1,013（28位）
常陸大宮市944（22位）常陸太田市834（7位）
【判断】44市町村中　那珂市14位→どちらかと言えば高い水準
【要因分析】那珂市では記名式排出がごみ減量に影響していると推測
される。常陸太田市は、分別品目が多様、ゴミ集積所の組織が自治会
であり、排出の徹底管理がされている。



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか
①道路の早期整備に対する強い要望がある。
②交通不便地域の住民から路線バスの維持や便数増の要望がある。
③（各駅利用者・地元自治会）から、駐輪場・トイレ等の整備の要望がある。

2

6

①道路用地の提供に協力する。
②交通ルールを遵守する。
③公共交通機関を積極的に利用する。

①運転マナー向上を啓発する。
②幹線道路、生活道路等の道路整備を進める。
③路線バスの運行維持存続の支援、及びデマンド交通等の運行のほか、地域公共交通策の検討を行う。

単位

指標名

対象
指標

施策主管課安全で快適に暮らせるまちづくり

施策主管
課長名

今瀬　博之

土木課

利便性の高い交通基盤を整える

関係課名 政策企画課、都市計画課関連個別計画
市橋梁長寿命化修繕計画（H26.4策定）、市地域公共交通連携計画[改訂版]
（H29～R3）

総合
計画
体系

％

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）

7

人

施策名

単位

1
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

ｍ

％

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

日常生活において移動に不便を感じ
ていない市民の割合*

人口（H30以降は常住人口）

市内道路総延長

見込み値

実績値

道路利用者、公共交通機関利用
者

実績値

人

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

1,151,500

第１次総合計画 後期基本計画期間

実績値

F

B

道路改良率*

歩道設置率*

ひまわりタクシー利用者数*

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

％

見込み値

％

実績値

名　　　称 名　　　称

C

D

人口（H30以降は常住人口）

市内道路総延長

A

実績値

％

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

A・B：道路の整備率、歩道の設置率の向上が安心で
安全に利用してもらえる目安となる。
C：「日常生活において移動に不便を感じていない
市民の割合」を測り、市民の移動手段における利便
性を高める検討に資する。
D:主に交通弱者に対する移動手段の確保を目的と
している「ひまわりタクシー利用者数」を把握し、効果
検証をする。

A・B：市道管理部署（土木課）の調査により把握
C：市民アンケートにより把握
D：ひまわりタクシー利用者の実績数により把握

※道路改良率：改良済市道延長／市道総延長
※歩道設置率：歩道設置市道延長／市道総延長

安心して道路を通行できる、公共
交通機関を便利に利用できる

3年度
（目標）

1,152,000

55,500
55,647

A ％

名　　　称 単位

B ｍ

C

道路改良率*

歩道設置率*

人

B

F

名　　　称

70.0

E

D ひまわりタクシー利用者数*

実績値

目標値

目標値

18,000
14,897

63.4

日常生活において移動に不便を感じていな
い市民の割合*

人

見込み値

実績値

8.00
7.52

23.50
24.64

78.0

52,800

27年度
（実績）

7.95

17,500

76.5

2年度

55,300 55,100 53,500

26.70

1,162,400

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

27.00

8.00

4年度
（目標）
52,500

1,162,600

53,300 53,000

28年度 29年度 30年度 元年度

55,576 55,312 53,795 53,436
1,153,700 1,153,500 1,162,000 1,162,200

1,153,620 1,159,221 1,161,804 1,161,085

1,152,000

23.90 24.30 26.15 26.30 26.40
25.28 26.05 26.67 27.34
8.00 8.00 7.80 7.85 7.90
7.00 7.93 8.00 8.18

16,500 17,000
13,932 13,473 15,062 19,704

72.0 75.0 70.3 72.4 74.0
66.1 66.1 68.9 65.0

第２次総合計画 前期基本計画期間

16,000



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

・「道路改良率」、「歩道設置率」、「日常生活において移動に不便を感じていない市民の役割」、「ひまわりタクシー利用数」については、第
２次那珂市総合計画前期基本計画（H30～R4）において施策の成果を表す指標として位置づけ、それぞれ中間目標（R2）と目標値（R４）を
設定している。
・「道路改良率」は、年0.275ポイントの増を目指し、中間目標値（R2）は26.4%に、目標値（R4）は27.0%に設定した。
・「歩道設置率」は、年0.05ポイントの増を目指し、中間目標値（R２）は7.9%に、目標値（R4）は8.0%に設定した。
・「日常生活において移動に不便を感じていない市民の役割」は、平成２８年度までの伸び（2.08ポイント/年）と同程度の増を引き続き目指
し、中間目標値（R2）は74.0%に、目標値は78.0%に設定した。
・「ひまわりタクシー利用数」は、中間目標値（R2）を市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H27～R1）の目標値と同じ17,000人に、目標値（R4）
は500人/年の増を見込み、18,000人に設定した。

公共交通の維持・確保

主な事務事業

道路の適正な維持管理

菅谷市毛線街路整備事業

下菅谷地区街路整備事業

道路改良舗装工事

基本計画期間における取り組み方針

・国道、県道の整備促進要望
・都市計画道路の整備促進

デマンド交通運行事業

道路管理事業

道路維持補修事業

・重要性や緊急性を踏まえた計画的な生活道路の整備促進
・通学路など中心としたすべての歩行者に配慮した道路づくりの推進

・道路の維持補修や清掃など適正な維持管理
・橋梁の損傷早期発見と長寿命化修繕計画に基づく計画的な維持管理
・市民と協働による生活道路の維持管理など、道路愛護の意識啓発

・デマンド交通運行（H27～）の制度拡充と県央地域定住自立圏における広域運行の実施
・鉄道利用者の利便性の向上
・持続可能な地域公共交通施策の実施（地域公共交通会議を開催し検討する）

国・県道の幹線道路の整
備

(道路)　１級幹線の約８４%は、整備済みである。2級幹線の約５６%は、整備済みである。その他一般道の約２０%が整備済みである。
(歩道)　歩道の設置済みは約８%、１級は歩道設置が必要であり、整備済み路線については必要箇所に歩道設置がなされている。その他に
ついては、市街地を中心に通学路など要望に応じて設置している。
（路線バス）　利用者数の減少等に伴う路線の廃止により、現在、市内では３路線のみの運行となっている。
（鉄道：水郡線）　瓜連駅の利用者数は減少しているが、上菅谷駅の利用者は若干の増加傾向にある。
（コミュニティバス）　平成２５年４月、デマンド交通の実証運行に伴い、市内の１３コースから２コース（菅谷五台・しどり総合公園）に変更して
運行している。令和元年度の延べ利用者数は12,619人、１台当たりの利用者数の平均は4.3人という状況である。利用者は、バスルート沿
線住民に限られていること、バスが老朽化していることから令和２年３月末をもって休止。
（デマンド交通）　令和２年３月末の利用登録者数は2,952人、令和元年度の延べ利用者数は19,764人という状況である。

（道路）　改良率が近隣市町村より低い状況を踏まえ、改良率を上げるため１級、２級道路については整備の促進を図る。その他の道路は
地域の要望を受けて整備を進める。
（歩道）　１級路線については、道路整備に応じて歩道を設置する。
（地域公共交通）　駅利用者の利便性向上を図るため、平成２８年度に額田駅、２９年度に常陸鴻巣駅の屋根付駐輪場を整備したが、他の
駅の駐輪場についても、地域と協議しながら計画的に整備し、利用環境を整える。また、交通弱者等（高齢者・障がい者）の交通手段を確
保し、かつ、利用者のニーズに合ったものとしていくため、デマンド交通の拡充やタクシー利用助成及び、運転免許の自主返納者への市内
公共交通の利用者割引券の交付等、市が実施する公共交通施策について、コスト面を含めて検討を維持していく。

・道路改良率は平成２７年度から2.70ポイントの増となった。伸び率はここ５
年ほぼ横ばいであるが、以前よりは良くなっている。
※道路改良率　※（）内は前年比
　平成２２年度　22.02%（0.45増）　　　　　　平成２７年度　24.64%（0.50増）
　平成２３年度　22.23%（0.21増）　　　　　　平成２８年度　25.28%（0.64増）
　平成２４年度　22.71%（0.48増）　　　　　　平成２９年度　26.05%（0.77増）
　平成２５年度　23.39%（0.31増）　　　　　　平成３０年度　26.67%（0.62増）
　平成２５年度　24.14%（0.75増）　　　　　　令和元年度　27.37%（0.70増）

生活道路の整備

公共交通利用促進施設管理事
業

高齢者運転免許自主返納支援
実証事業

・運転免許証を自主返納した高齢者等に、申請に基づきデマンド交通の利用割引券を交付
（H30.1～実証事業として実施）

地域公共交通活性化事業

・道路改良率（令和２年１月）を近隣市町村と比較すると、それぞれに
大きな差があり、那珂市はかなり低い水準となっている。これは可住地
面積が広く、認定道路の延長が長いことなどが要因だと推測される。

　水戸市　　　　　　42.54%　　　　　常陸大宮市　　　40.60%
　ひたちなか市　　59.67%　　　　　常陸太田市　　　31.40%
　東海村　　　　　　71.83%　　　　　城里町　　　　　　31.60%
　那珂市　　　　　　26.70%



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか

第２次総合計画 前期基本計画期間

市街化区域については、道路や雨水排水施設などの都市基盤の早期整備が望まれており、市街化調整区域ついては、生活基盤整備
とあわせ、土地利用に対する関心が高まっている。

2

7

市街化区域については、良好な住環境づくりに努めるとともに、市街化調整区域については、各種土地利用計画等に整合した利活用を
図る。また、必要に応じてまちづくり協議会や地区まちづくり計画などへの参画を通じて、協働のまちづくりを推進する。

市街化区域については、魅力ある市街地を形成するため、道路等の都市基盤を計画的に整備し、市街化調整区域については、自然環
境との調和を図り、道路等の生活基盤整備や地籍調査を推進する。

単位

指標名

対象
指標

施策主管課安全で快適に暮らせるまちづくり

施策主管
課長名

高塚　佳一

都市計画課

自然環境と調和した魅力的な都市づくりを推進する

関係課名
政策企画課、農政課、商工観光課、土木
課、建築課、農業委員会事務局

関連個別計画 市都市計画マスタープラン（H27～R17）

総合
計画
体系

％

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）

55,500

7

ha

施策名

単位

10
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

ha

㎡

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

幹線街路整備率（市街化区域内）*

55,647

市総面積

市街化区域面積

見込み値

実績値

市民（土地所有者）、市街化区域

人口（H30以降は常住人口） 人
実績値

ha

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

976

第１次総合計画 後期基本計画期間

976

実績値

F

B

宅地化率（市街化区域内）*

区域指定内開発面積（累計）*

都市計画法に基づく勧告面積

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

％

見込み値

㎡

実績値

名　　　称 名　　　称

C

D

人口（H30以降は常住人口）市総面積

市街化区域面積

A

実績値

％

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

適正な土地利用を図る成果指標については、「宅地化率
（市街化区域内）」及び「区域指定内開発面積」を設定する
とともに、「都市計画法に基づく勧告件数」を設定した。ま
た、都市基盤の整備状況を示す成果指標として「幹線街路
整備率（市街化区域内）」を設定した。

A:宅地化率（市街化区域内）は、都市計画基礎調査の
データを基に税務課データにより推計値を算出する。
B：区域指定内開発面積」は、都市計画法に基づく新たな
開発許可等面積とする。
C：幹線街路整備率（市街化区域内）は、都市計画道路の
計画延長に対する整備延長の割合とする。
D：都市計画法に基づく勧告件数は違反建築物等への勧
告件数とする。

適正な土地利用を図る、都市基盤
を整備する

3年度
（目標）

976

9,782
9,782

人

A ％

名　　　称 単位

B ha

C

宅地化率（市街化区域内）*

区域指定内開発面積（累計）*

件

B

F

名　　　称

0

73.0

E

D 都市計画法に基づく勧告面積

実績値

目標値

目標値

0
0

73.3

幹線街路整備率（市街化区域内）*

件

見込み値

実績値

-
-

61.0
61.5

78.5

52,50055,300 55,100 53,500 53,300 53,000
55,576 55,312 53,795 53,436

9,782

52,800

27年度
（実績）

16,600

0

78.0

2年度

9,782 9,782 9,782

64.0

976

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

64.5

20,000

4年度
（目標）
9,782

976

9,782 9,782

28年度 29年度 30年度 元年度

9,782 9,782 9,782 9,782
976 976 976

976 976 976 976
976

61.5 62.0 62.5 63.0 63.5
62.0 62.6 62.7 63.1
- 3,300 6,600 10,000 13,300
- 8,173 17,189 22,228

74.0 74.0 75.0 77.0 77.5
74.2 75.2 75.8 76.3
0 0 0 0 0
0 0 0 0



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

適正な土地利用の推進 ・市街化区域については良好な市街地形成を図るため、引き続き都市基盤整備を推進す
る。
・市街化調整区域については、自然環境と調和を図りつつ、既存集落の維持・保全を図るた
め、必要に応じて区域指定制度等を活用をする。
・税負担の公平性を確保し、土地行政の合理化を図るため、地籍調査を進める。 地籍調査事業

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

・宅地化率、区域指定内開発面積（H29以降の累計）、幹線街路整備率（市街化区域）については、第2次那珂市総合計画前期基本計画
（H30～R4）において施策の成果を表す指標として位置付け、それぞれ中間目標値（R2）と目標値（R4）を設定している。
・宅地化率は、引き続き都市基盤整備を進めていくことにより、中間目標値（R2)は63.5％、目標値は64.5％に設定した。
・区域指定内開発面積（H29以降の累計）は、市まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標（H29～H31の累計で10,000㎡）に基づき、年間
3,300㎡の増加を見込み、中間目標値（R2)は13,300㎡、目標値（R4）は20,000㎡に設定した。
・幹線街路整備率（市街化区域内）は、今後の整備計画等を踏まえ、中間目標値（R2）は77.5％、目標値（R4）は78.5％に設定した。
・都市計画法に基づく勧告件数は、引き続き用途地域や市街化調整区域に適合した土地利用状況を維持していくことにより、0件を目標値
として設定している。

那珂市の「幹線街路整備率（市街化区域内）」は75.8％（県全体
70.0％）であり、水戸市68.8％、ひたちなか市71.5％、常陸太田市
48.9％、常陸大宮市75.3％、東海村83.2％の状況となっていることか
ら、近隣市村と比較して概ね同水準であると考えられる。

・これまでの都市基盤整備により、市街化区域内においては人口増となっており、市域全体の人口減少を抑制する支えとなっている。
・令和元年度末に都市計画道路上宿大木内線の一部及び菅谷市毛線の計約1,600ｍが開通した。
・下菅谷地区まちづくり事業の進捗率は、令和元年度末で54.1％となっている。
・市内には都市公園が15箇所、開発行為などで整備された公園が74箇所あり、市民一人あたりの公園面積は6.6㎡となっている。また、開
発行為などによる整備された公園については、平成25年度から管理報奨金制度を実施している。
・市街化調整区域における既存集落のコミュニティ維持、保全を目的として、平成29年度から出身要件等を問わず住宅等の建築が可能と
なる区域指定制度を導入している。
・地籍再調査は、木崎地区を実施中で、市全体としては令和元年度末で30.28ｋ㎡が完了している。

・市街地の成熟度を高めるため、早期に道路や雨水排水施設などの都市基盤整備を推進する必要がある。
・今後の人口減少及び高齢化社会に対応するため、持続可能で集約型の都市形成を推進する必要がある。
・都市公園についても管理報奨金制度の活用を検討する必要がある。
・地籍調査については、運用基準や作業規定の改訂等により、作業量や事業費が増加傾向であることから、年間調査面積を調整しながら
事業を進める必要がある。

これまでの街路事業や土地区画整理事業、街づくり事業などの推
進により、平成２７年度と比較して「宅地化率（市街化区域内）」は
1.6％増、「幹線街路整備率（市街化区域内）」は5.5％増と着実に
増加している。また、「都市計画法に基づく勧告件数」も０件の状況
にある。

主な事務事業基本計画期間における取り組み方針

都市計画総務事務費

建築総務事務費

下菅谷まちづくり事業

菅谷市毛線街路整備事業

・良好な住環境図るため、まちづくり事業を推進する。
・市街地の骨格を形成する幹線街路の整備を推進する。

快適な市街地の整備

公園の適正な維持管理 ・防災の視点や居住環境に配慮し、地域の特性や利用目的に応じ、適正に公園を管理す
る。
・地域の身近な公園については、管理報奨金制度等を活用し、市民と協働による維持管理
を推進する。

公園管理事業



作成日 令和 年　 月　 日
更新日 令和　 年　 月　 日

№１

１　施策の目的と指標
① ③ 対象指標（対象の大きさを表す指標）

② ④ 成果指標（意図の達成度を表す指標） *：総合計画の目標指標

２　指標等の推移

３　施策の特性・状況変化・住民意見等
①　この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）
ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

②　この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか
・宅地増加箇所や建替えに伴う井戸水からの転換による需要給水量確保の為、配水管網整備の要望がある。

2

8

・水道水を安定供給するため災害に強い水道施設の整備
・水質の安全性の確保
・水源の確保及び安全な水の安定供給
・水源の保全や河川の環境美化の推進
・水道週間において市民に対し水資源の重要性を高め節水意識の啓発を図る

単位

指標名

対象
指標

施策主管課安全で快適に暮らせるまちづくり

施策主管
課長名

澤畠　克彦

水道課

安定的に水道水を供給する

関係課名関連個別計画 市水道事業第２次基本計画(H29～R8)、市水道事業経営戦略(H30～R9)

総合
計画
体系

％

 対象（誰、何を対象としている
のか）＊人や自然資源等

 意図（この施策によって対象を
どう変えるのか）

給水人口

5

人

施策名

単位

28
2 10 9

施策No.

実績値

目標値

ｍ

％

令和 元 年度 施策評価シート
2

政策No. 政策名

成果
指標

目標値

配水管の事故件数

配水管網延長（φ 50以上）

見込み値

実績値

市民

実績値

人

数値区
分

単位

見込み値

名称

C

B

A

⑤成果指標
設定の考え
方
（成果指標設
定の理由）

第１次総合計画 後期基本計画期間

実績値

F

B

配水管網の耐震化率*

水道法に基づく水質基準の適合率

有収率

経常収支比率

D

実績値
E

A

目標値

C

D

実績値

目標値

件

見込み値

％

実績値

名　　　称 名　　　称

C

D

給水人口

配水管網延長（φ50以上）

A

実績値

件

単位

⑥成果指標
の測定企画
（実際にどのよ
うに実績値を
把握するか）

災害に備え、安定した水を供給する指数として「配水管網
の耐震化率」を設定した。また、安全で良質な水を供給す
る指数として「水道法に基づく水質基準の適合率」と「配水
管の事故件数」を設定した。給水収益となる水道水を有効
的に使用した水量を表す指数として「有収率」を設定した。
経営の健全性を知る指数として「経常収支比率」を設定し
た。

Ａ 配水管網の耐震化率：耐震管延長÷管路総延長
Ｂ 水質基準に適合した割合：毎日検査÷３６５日
Ｃ 配水管に関する事故件数：断水が伴う事故件数（φ50
以上の配水管）
Ｄ 有収率：有収水量（検針水量）÷総配水量
Ｅ 経常収支比率：（営業収益+営業外収益）÷（営業費用+
営業外費用）

安全で良質な水を供給し利用でき
るようにする

3年度
（目標）

466,717

53,879

％

A ％

名　　　称 単位

B ｍ

C

配水管網の耐震化率*

経常収支比率水道法に基づく水質基準の適合率

％

B

F

名　　　称

E

D 有収率

124.3

実績値

目標値

目標値

90.0

％

87.5

16

配水管の事故件数

％

見込み値

実績値

100
100

10.1

11

100.9 96.5

52,825

27年度
（実績）

100

90.0

11

2年度

53,320

15.7

546,263

（実績） （実績） （実績） （実績） （目標）

16.3

100

4年度
（目標）
52,446

552,574

53,167 53,015

28年度 29年度 30年度 元年度

53,622 53,445 53,091 52,848
528,088 530,911 543,410

523,543 526,970 533,242 538,321

12.4 13.4 14.5 15.2
11.7 12.7 14.6 16.3
100 100 100 100 100
100 100 100 100

90.0 90.0 90.0
86.9 88.5 88.3 89.1

11 11 11
12 12 16 9

・各住民所有の給水施設の保守管理（管理区分・官民境界）
・簡易専用水道、小簡易専用水道（受水槽）の設置に関する届出及び水質検査の実施の取組
・河川の環境美化活動への協力
・水資源の重要性を認識し節水意識の向上への協力

第２次総合計画 前期基本計画期間

111.5 107.6 103.1
114.3 90.9 121.1 124.9



４　施策の成果水準とその背景 №２

(1)　時系列比較（平成27年度との比較） (2)　近隣他市との比較（水戸市、ひたちなか市等との比較）

成果がかなり向上した。 近隣他市と比べてかなり高い水準である。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば高い水準である。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣他市と比べてほぼ同水準である。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣他市と比べてどちらかと言えば低い水準である。

成果がかなり低下した。 近隣他市と比べてかなり低い水準である。

＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など） ＊上記の背景として考えられること（根拠となる実績値、判断理由など）

５　施策の現状と課題

①　施策の現状（当市の特徴、その要因として考えられること等）

②　施策の課題（基本計画期間を見据えて、どのような課題を解決していかなければならないか）

６　施策の目標設定とその根拠（水準の理由と前提条件）・方針

７　施策の目標達成のための基本事業

令和 元 年度 施策評価シート

基本事業

・配水管網の耐震化率は、老朽化した配水管の更新及び管網の見直しを計画的に行うとともに、災害に備え、重要拠点箇所（避難所、病
院や施設等）の配水管網の耐震化整備を進めることにより、第2次那珂市総合計画前期基本計画における令和2年度の中間目標値を
15.2％、令和4年度の最終目標値を16.3％に設定した。
・水道法に基づく水質基準の適合率は、水質検査結果の適合率が水の安全性を示すことから、常に安全である100％を目標値とした。
・配水管の事故件数は、水道統計を参考として管路の事故割合（2件/100ｋｍ）以下を目標値に設定し、優先度の高い管路から更新、また
は計画修繕等により適切な維持管理を行うことにより、事故件数を目標以下になるように推進する。
・有収率は、水道統計を参考として90％以上を目標に設定し、漏水防止に努めて行くことにより、目標以上になるよう推進する。
・経常収支比率は、今後浄水場更新による減価償却費の増加が見込まれるなか、各指標の傾向を十分に分析し、将来に渡り持続可能な
経営を踏まえつつ、現在の水道料金の設定で少しでも長い期間経営できるように、経営戦略に盛り込んだ数値を目標値とした。支出につ
いては、更なる経費削減に努めるとともに、浄水場更新については、有効性の高いものから整備をし、あわせて事業費の平準化に努めて
行く。

・配水管網の耐震化率は、那珂市16.3[14.6]％、水戸市　4.2[4.1]
％、ひたちなか市 5.6[4.4]％となっており他市より高い水準である。 ※
[　]は前年度。他市と比較して高い理由としては、令和元年度の管路
更新率（延長に対する更新された管路延長の割合）で比較すると水戸
市：0.21％、ひたちなか市：0.87％、那珂市：0.46％であり、更新率が
比較的高い理由は、計画的に更新を行なえていること、下水道工事に
伴い移設した管路が老朽管であることによるものである。
・有収率は、那珂市89.1％、水戸市89.2％、ひたちなか市90.4％と
なっておりほぼ同水準である。
・経常収支比率は、那珂市124.9％、水戸市106.5％、ひたちなか市
134.2％となっておりほぼ同水準である。

・水源は河川表流水，地下水，不足分を県中央広域水道より受水しており、水量は確保されている。
・老朽管の更新については、セメント石綿管や国県道、JR横断部に埋設されている鋼管の更新を重点的に進めている。
・木崎・瓜連浄水場においては、老朽化が進んでいることから瓜連浄水場を廃止し、木崎浄水場へ統合更新することで維持管理費の効率
化やコスト削減を目指している。
・各浄水場・配水池の定期的な水質検査を行うとともに、日々浄水過程を監視し、水質の保全に努めている。
・経営戦略に基づいた経営を行っており、現状において経営の効率性、財務の健全性は概ね確保されている。

・浄水場の老朽化が進行し突発的な事故のリスクが高くなるなかで、新・旧浄水場の切替作業や水系エリア変更を行う必要がある。その対
応として浄水場内機器類の老朽化状態を充分把握したうえで、計画的な修繕を行いながら効率的に事業を進めていく必要がある。
・老朽管更新においては、多額の事業費と年数が必要となる。その対応として、漏水調査による結果や、避難所及び病院などの重要拠点
を優先的に進めていく必要がある。
・災害に備え、配水管網の耐震化整備を進めなければならない。
・浄水施設の統合更新に合わせ、浄水場施設の耐震化整備を進めなければならない。
・経営戦略では、令和4年度以降における人口減を原因とする水道料金収入の減少、浄水場の更新事業による減価償却費用の増加によ
る経常収支の赤字を見込んでおり、今後の経営状況について注視していく必要がある。
・今般水源である那珂川において、毎年度渇水が発生しており取水に支障をきたしている傾向にある。対応としては、水系エリア・配水圧
調整を行い市民生活に影響を及ぼさないよう配水を行う必要がある。

・配水管網の耐震化率は、令和元年度目標である14.5％を上回る
16.3％に向上した。向上した理由は、給水管統合や増径管（φ50
以上）においても耐震管を採用している為である。
・水質基準適合率は引き続き１００％が確保された。理由としては、
水質事故等による配水停止はなかった為である。
・配水管の漏水事故は、9件発生した。即時対応、復旧により漏水
量を削減し安定した良質な水を供給できたが、前年度よりも件数が
少ないが全体としては横ばい傾向で移行している。
・有収率は、89.1％となり前年度0.8％向上した。向上した理由は、
漏水調査業務委託を平成29年度から3年間調査を行ない漏水量を
削減したことによるものである。
・経常収支比率は、124.9％となり前年度より3.8％向上した。向上し
た理由は、浄水場の電気供給先をPPS事業者に変更、県水購入費
を抑えるなどの経費削減によるものである。また、目標値である
107.6％を上回り、良好な状態を保っている。

主な事務事業

浄水関連施設管理事業

木崎浄水場統合更新事業

基本計画期間における取り組み方針

水道水の安定供給 ・老朽化した配水管の更新を計画的に行うとともに、災害に備え、配水管網の耐震化を進め
る。
・浄水施設や配水管を適正に維持管理し、水質検査を定期的に行うとともに、日々浄水過
程を監視し、水質の保全に努める。
・大切な資源である水を有効に利用するため、節水意識の啓発を図る。
・浄水施設の統合更新事業を計画的に行うとともに、災害に備え、浄水場設備の耐震化を
進める。

配水管網整備事業


